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土地家屋調査士倫理綱領

１．使　命
　　不動産に係る権利の明確化を期し、
　　　　　　　　国民の信頼に応える。
２．公　正
　　品位を保持し、公正な立場で
　　　　　　　　誠実に業務を行う。
３．研　鑽
　　専門分野の知識と技術の向上を図る。

表紙の写真

　この写真はフイルムカメラに24ミリの広角レンズで撮ったもので、広角レ

ンズで会館の真正面から撮影すると「アオリ」が出てしまいます、アオリと

いうのはビルのような建物を真正面から撮影すると、地上階から最上階の姿

が極端な台形になり上階にゆくほどせまくなる現象です。

　此の特性を生かしたのが、東から撮った写真です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤　　潤次郎
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　京都土地家屋調査士会「第58回定時総会」は、平
成18年５月26日（金）京都全日空ホテルにて開催さ
れました。午後１時上口総務担当理事の司会により
開会。式次第に則り初めに物故会員　町井貞一（中
丹支部）、小牧卓雄（丹後支部）への黙祷を捧げ、
つづいて「倫理綱領」朗読、「調査士の歌」斉唱と
新入会員14名の紹介が行われました。
　冒頭安井会長が挨拶に立ち、多数の参会者への謝
辞を述べたあと、「前年度の主な事業として、４月
の不登法改正に始まり、支部再編・オンライン庁指
定・筆界特定制度施行・ADR特別研修など、そし
て１月臨時総会で承認いただいた新会館建設・
ADR（京都境界問題解決支援センター）の設立
と、本年度はそれらの実現に向けて、全員一丸とな
り進めていかなければならない」とし、「会館建設
は現在設計段階で６月に施工業者の入札・８月にと
りこわし・来年２月末の完成を目指している。
ADRについては京都弁護士会と設立準備中であり
来年春４月の開設を予定している」と述べた。
　「１月20日からオープンされた筆界特定制度は多
く（約50件）の申請があり、予想を超える国民の制
度への期待と関心が高い、また新しい試みとして京
都産業大学寄付講座を大阪会から受け継ぎ、本年度
はその準備期間とし、調査士制度のPRなどを目的
に19年度から講師の派遣を実施したい」と語った。
最後に「11月京都国際会議場で約２千人規模となる
日調連主催の国際地籍シンポジュウムが開催され
る。また京都市北区紫野地区における法第14条地図
作製作業など、今年は多くの新事業に取り組んでゆ
く年である。これらは役員だけでは成しえない。多
くの会員の皆様方の多大な協力と支援を切にお願い
したい。」と結んだ。

　会場には118名の会員が出席した。今総会は役員
任期の中間年、例年なら出席者低調のところ盛会裏
の議場となった。平成17年度事業報告・決算報告、
平成18年度事業計画（案）・予算（案）、会則変更
（案）など重要議案の審議を控え、心なしか緊張感
がただよう。
　議長に南育雄会員（嵯峨支部）・副議長に梶谷誠
会員（西山支部）を選出、議事録署名者には成田保
夫会員（西山支部）・俣野恭広会員（みやこ南支
部）両氏を指名。総会構成員は会員総数298名中、
会場出席者118名・委任状出席者101名の計219名に
より議案審議に入った。

　第１号議案　平成17年度　事業報告承認の件
　第２号議案　平成17年度　決算報告承認の件
　について議長より両議案一括上程され、担当役員
並びに監事より報告のあと、質疑にはいる。
　「決算書には主な予算執行が会議手当等諸手当・
人件費・交通費などで占められているが、予算削減
努力や抜本的合理化策などの協議はされているの

会員による

「活力ある新事業」の実現に向けて
「平成18年度事業計画案・会則一部変更案（19年ぶりの値上げ）」を承認可決

京都土地家屋調査士会　第58回定時総会開催される
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か」「一般会計に特別財源を繰り入れるのは問題で
ある。見直し協議はされているのか」
　など主に予算執行等財政問題を中心に、活発な意
見・質問が相次ぎ、担当役員からは「財政困窮の
折、今後とも支出節減に努力する」「特別財源の繰
り入れは、会員負担を回避してきたものであろうが
検討を行い、原則に戻したい」等々の回答があっ
た。…………第１号議案・第２号議案（報告承認）

　第３号議案　平成18年度　事業計画案審議の件
　第４号議案　平成18年度　予算案審議の件
　を上程、議案審議に先立ち安井会長より事業計画
の基本指針となる「平成18年度事業指針大綱」を発
表。
　「本年は昨年の方針の継続・前進・発展は基よ
り、社会性・公益性を最前列に置き、国民から信頼
される社会貢献を基本スタンスに調査士会の確立を
めざすとし、
１、京都境界問題解決支援センターの設立や国際地
籍シンポジュウムへの参画など「国民から厚い
信頼を寄せられる調査士会であること。」

２、各種研修・14条地図作成作業への協力・新会館
の建設など「知力の向上と体力の増強」

３、法務局、日調連を初めとする他団体との連携
　を軸として、新規事業などその実現に向かって、
力強く前進して参りたい」と述べた。
　そのあと具体的議案内容については、各担当役員
により提案の趣旨説明がおこなわれ、質疑となる。
　会員からは「４月オープンＡＤＲの会則変更の要
否」・「特別決議要件の変更」・「本会14条実行委
員会の位置付」・「職員規則・就業規則の見直

し」・「特別財源による財源調整」・「国際地籍シ
ンポジュウムの予算」「研修会の北部開催」など、
前議案審議同様に活発な質問・要望が相次いだ。
　「ＡＤＲ開設には規則変更等総会承認が必要」・
「現行1/2→2/3の検討はする」・「現在運営してい
ないが廃止は考えていない」「職員……については
更に見直し検討する」・「特別財源は貴重な財源で
あり、重要な検討課題である」・「基本予算は連合
会予算で賄う」・「従来から継続検討している。北
部、南部の会員の要望に沿うよう講師派遣など今後
も検討する」など各担当役員から説明をおこなわれ
た。…………第３号議案・第４号議案（承認可決）
　最後の第５号議案（会則一部変更案）は前議案の
活発な討議により予定時間を超過、ようやく５時前
に審議が始まった。「会則第82条別紙２（会費の金
額）１月当たりの会費を10,000円から12,500円に増
額、平成19年４月１日から施行」との会費値上案の
上程である。
　「ここ数年来、社会情勢が大きく変化する中で、
調査士制度発展に社会国民からの要請・また自らの
フロンティア精神を感化する広大な事業展開が求め
られてきた。一方予算組みは大変厳しい状況が続い
ており、18年度は各部の経費の節減努力によりかろ
うじて予算編成できたが、19年度は連合会費の値上
げも確定的で昨今の事業執行に見合う予算組は難し
い状況となってきた。事業計画から見ても今日の事
業量は以前と比べものにならない。今後取り組む事
業執行スタンスは、今ある予算内で執行する「予算
重視型」ではなく、制度のため・京都会のため・会
員のための積極的事業展開に視点をおいた「事業重
視型」で推し進めなければならない。
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　景気も復調しておらず大変厳しい状況の中で苦渋
の思いではあるが、会員の前向きなご判断に期待し
たい」と会長より大局的見地から提案理由の説明が
あり、続いて財務担当役員からは「事業重視型事業
執行には会費値上げは避けられない。因みに17年度
全国調査士会会費調査によると低いところで9,000
円、高いところでは14,000円、平均12,000円か
13,000円ぐらい。変更年度も62年度以降行っておら
ず、京都は全国で一番長い。ここ数年、単年度収支
は５～600万の赤字傾向にある。経費削減努力もち
ろんであるが、この変革期にもとめられる多くの事
業展開のためにもご理解いただきたい」と現状の財
政状況について説明があり、質疑となった。
　「事業によっては自己負担を増すなど、もっと予
算削減措置を講じ合理化を進めるべきである」「事
業は限られた予算内で精査し、最重要課題に取り組
めばよい」「強制会であり、現会員はもとより今後
の入会予定者などに影響をもたらすので慎重にすべ
き」「総会は会員の最高意思決定機関であり、値上
げ案について納得のいく具体的な説明義務が不足し
ている」「受益者負担の視点より、補助者会費を新
設するなど検討の余地はないか」など会員から様々
な質問が飛ぶ。うけて執行部「もとより今までの役
員執行部は今日までズゥ～ット節減努力をしてき
た。」「500円は連合会会費値上分、今後、特に会
員のため調査士制度の発展向上に欠かせない各種研
修・研究部事業に増額は必要」「事業精査しながら
も調査士制度発展には積極的事業展開が望まれる」
「補助者会費は考えていない。表紙事件数など応分
の負担と考える。」などくり返し説明を行う。また
「ＡＤＲ研修はハイレベルで驚いた。更なるスキル

アップのため値上にまさる研修を」との要望もあ
り、採決にはいり本議案は賛成多数で可決された。
　議案審議は全て終了した。

　このとき自己のため、国民のため「調査士制度」
の維持発展と、併せて良質で・ひたむきで・人にや
さしい調査士の社会貢献を具現する新しい事業がは
じまった。
　熱くて長～い議案審議を丁寧に・判りやすく・爽
やかに議事進行された議長・副議長降壇のあと、京
都地方法務局長狛信雄様らご来賓のご入場、続いて
津崎廣会員らに京都地方法務局局長表彰が授与され
ました。

■京都土地家屋調査士会会長表彰受賞者
　　　　　　　　大　濱　成　生（みやこ南支部）
　　　　　　　　皇　甫　　　隄（伏見支部）
　　　　　　　　大　橋　孝　郎（西山支部）
　　　　　　　　大　山　幸　夫（みやこ北支部）
■京都地方法務局局長表彰受賞者
　　　　　　　　津　﨑　　　廣（みやこ南支部）
　　　　　　　　石　浦　　　紀（嵯峨支部）
　　　　　　　　麻　畠　克　司（舞鶴支部）
　　　　　　　　横　山　英　世（中丹支部）

祝
（第58回定時総会）

表彰受賞者は次の会員の方々です。

受賞者の皆様、おめでとうございました。
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■日本土地家屋調査士連合会会長表彰受賞者
　　　　　　　　西　尾　常　男（みやこ南支部）
　　　　　　　　上茶谷　英　治（みやこ北支部）
日調連顕彰規定第７条第１項第１号感謝状
　　　　　　　　浅　田　詔　夫（城南支部）

京都地方法務局
　　局長　　　　　　　　　　狛　　　信　雄　様
　　首席登記官　　　　　　　河　本　　　正　様
近畿財務局　京都財務事務所
　　次長　　　　　　　　　　小　泉　逸　郎　様
京都府
　　土木建築部用地課長　　　石　橋　　　通　様
京都市
　　収入役　　　　　　　　　大　槻　　　泰　様
日本土地家屋調査士連合会
　　副会長　　　　　　　　　亀　山　一　宏　様
京都弁護士会
　　副会長　　　　　　　　　佐　藤　邦　友　様
京都司法書士会
　　会長　　　　　　　　　　井　上　利　博　様
京都府行政書士会　　　　
　　副会長　　　　　　　　　大　本　正　夫　様
近畿税理士会京都府支部連合会
　　副会長　　　　　　　　　篠　田　展　俊　様
京都府社会保険労務士会
　　副会長　　　　　　　　　内　藤　信　之　様

京都公証人会
　　会長　　　　　　　　　　伊　關　義　正　様
（社）京都府建築設計事務所協会
　　副会長　　　　　　　　　石　井　千　尋　様
日本公認会計士協会　京滋会
　　副会長　　　　　　　　　髙　橋　一　浩　様
（社）全日本不動産協会京都府本部
（社）不動産保証協会京都府本部　
　　専務理事　　　　　　　　行　待　史　朗　様
（社）京都府宅地建物取引業協会
　　副会長　　　　　　　　　川　島　健太郎　様
京都銀行　法人金融部
　　ビジネスローンセンター室長　 山　本　伸　一　様
（社）京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会
　　理事長　　　　　　　　　渡　邉　正　平　様
京都土地家屋調査士政治連盟　顧問
　　参議院議員　　　　　　　西　田　吉　宏　様
　　参議院議員　　　　　　　二之湯　　　智　様
　　京都府議会議員　　　　　田　坂　幾　太　様
　　京都市議会議員　　　　　寺　田　一　博　様
京都土地家屋調査士政治連盟
　　会長　　　　　　　　　　田　中　　　牟　様
顧問
　　谷口法律事務所　弁護士　谷　口　直　大　様
　　弁護士　　　　　　　　　佐　渡　春　樹　様
　　公認会計士　　　　　　　毛　利　隆　志　様
　　　　　　　　　　　　　　　（以上、順不同）

　ご来賓の方々には公私ご多忙のなか、当会「定時
総会」にご臨席賜りまして誠にありがとうございま
した。　　　　　　　　　　　　　　　（盛田）

第58回定時総会　ご来賓名簿
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『新年度に向けて』

会　長　安　井　和　男　

　第58回定時総会におきましては、平成18年度の船

出における議案審議を、会員の皆さま方には温かい

御支持と御理解を賜り、予定通り出航できる事が出

来ました事に、心より熱く御礼を申し上げます。

　18年度の事業につきましては、事業方針大綱で述

べています通り、昨年度方針の継続・前進・発展を

掲げ、社会性・公益性を最前列に置いた国民から信

頼される、期待される、社会に貢献出来る調査士会

の確立を目指して参ります。

　又、会費の増額につきましては景気も復調してお

らず、大変厳しい状況の中での苦渋の選択をさせて

頂くことになりました。

　会員の皆様には、制度発展の為、調査士会発展の

為、強いては会員の為という判断基準をもって、限

られた予算内での事業執行を執る『予算重視型』よ

りも、積極的な事業展開をすることに視点を置いた

『事業重視型』の方針に御賛同頂いたと受け止めて

おります。輝ける未来の為、その貴重な財源を19年

度からの事業予算に充て会務執行をさせて頂きたく

思っております。

　さて、今年度の大きな事業の３本柱を揚げさせて

頂きます。

　１つ目は会館建設です、会員の皆様と共に、来春

に歴史的町並み保存に考慮した『京町家風』の会館

が完成するのを夢抱きながら、仮事務所移転・現会

館の解体・建築工事と進めて参ります。

　２つ目はＡＤＲ『京都境界問題解決支援セン

ター』ですが、目的は社会貢献、国民からの期待・

信頼を得るべく４月の設立時には滑らかに離陸する

事を祈り、京都弁護士会さんの協力を得て着実に進

めて参ります。

　３つ目は11月に京都国際会議場で開催する国際地

籍シンポジウムでは全国の調査士及び海外（韓国・

台湾）の地籍関係者を暖かく迎えて、成功の為の日

調連支援をして参ります。

　又、３本柱の他にも予想以上の申請状況である筆

界特定制度については、筆界調査員の追加推薦等万

全の体制で臨み、国民の為、一つでも多くの筆界が

特定される事に全面協力して参ります。

　新しい試みとしては京都産業大学への講師派遣で

あります。

　現在大阪会が同大学の調査士学科へ６～７人の会

員を派遣されておりますが、これは大阪会が５年前

から会事業として行っているものでありまして、大

阪府内の大学からもオファーがあり、京都産業大学

は地元大学ということで、是非京都会へ引き継ぎた
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いと言う申し入れがありました。

　調査士の受験者数が年々減少している事への対応

と調査士制度のＰＲを目的に、19年度から参画して

参りたい。そして本年度を準備期間として視察、研

究を行って参ります。　おわりに、紫野地区法14条

地図作成業務であります。全国における法務省発注

の14条地図作成業務は今までその発注方式は随意契

約でありました。

　今年から政府は公益法人の適正化を図る意味で、

各省庁へ入札方式で行うよう指示があって京都地方

法務局も入札で行う旨の通知を本会と公嘱協会へさ

れました。

　全国のほとんどの公嘱協会はその業務形態からし

て入札になじまないと言う基本理念を持ち続け、入

札に参加しない、随意でないと地図作成は行わない

という判断を致しております。

京都公嘱協会も随意であって欲しい、地図作製は調

査士の業務であり、我々が作成しなければならない

責務がある事等と葛藤しながらも、最終的には『国

民にとっての権利の明確化に期し、設立目的である

公共の利益となる業務は公嘱協会がせねばならな

い』と入札参加してでも地図作成をすることの最終

判断を頂いた協会執行部の英断に感謝を致している

ところであります。

  予算的にはおそらく厳しい面があるものと推測出

来ます。調査士会では『地図作成は調査士の専門的

知見をもって調査士が取り組むべき事業である』と

の強い意識を持っており、可能な限り人的支援等を

して参りたいと考えておりますので何卒御支援・御

協力賜りますよう宜しくお願い致します。

  多くの新しい事業に取り組んで行く18年度であり

ます。役員だけでは到底なしえる事はできません。

会員のみなさんの最大限の御理解を賜りますようお

願い申し上げ、新年度に向けての挨拶とさせて頂き

ます。



　４月１日付けの人事異動により，京都地方法務局
勤務を命じられ，法務省大臣官房秘書課広報室から
転任してまいりました。京都局の勤務は初めてで
す。早速，府内を歩いている中，清水寺の仁王門に
て，明治８年に京都市街地図を作成するための基準
点標石を見つけ，後の字切図作成にも用いられたの
かと，『さすが京都』です…。どうぞよろしくお願
いいたします。
　貴会及び会員の皆様方には，平素から不動産表示
登記制度の適正かつ円滑な運営につきまして，格別
の御理解と御支援を賜り，厚く御礼申し上げます。
　さて，昨今の社会経済情勢の変動の中，法務行政
におきましては，時代の要請に対応し，効率的で質
の高い行政サービスを提供するために様々な施策に
取り組んでいるところであります。
　ＩＴ化の進展に対応した施策である登記情報交換
システムや登記情報提供システムは，コンピュータ
化庁全庁において順調に稼動しており，電子商取引
の普及及び電子政府の実現にとって必要不可欠な商
業登記に基礎を置く電子認証制度も順調に運用され
ております。
　また，地図情報システムにつきましては，本年
度，本局をはじめとして複数庁において導入を予定
しております。
　さらに，登記申請のオンライン化につきまして
は，現在，当局不動産登記部門，法人登記部門，伏
見出張所，京田辺出張所において，オンライン申請
の取扱いを開始しております。今後は，園部支局及
び宇治支局における不動産及び商業・法人登記につ
いても，また，嵯峨出張所における不動産登記につ
いてもオンライン申請システムの導入が予定されて

おります。申請システムの少しでも使いやすくする
ための改善を進めております。また，乙号オンライ
ン請求については，返送用郵券等の別途負担もない
ものであります。どうぞ会員の皆様方の積極的な御
利用をお願いいたします。
　ところで，登記関係におきましては，社会情勢の
変化及び国民各位の要請によって，過去に例がない
ほど様々な法律の改正が行われ，新しい制度が導入
されております。
　本年１月20日に，新たな筆界特定制度が施行さ
れ，当局におきましては，筆界特定登記官室を開設
し，筆界調査委員として土地家屋調査士から21名，
司法書士及び弁護士から各２名を任命させていただ
き，円滑な処理に向けた体制を整備いたしました。
　また，「民活と各省連携による地籍整備の推進」
と位置付けられ実施されております「平成地籍整
備」について，当局では，現在，京都市北区紫野地
域における不動産登記法第14条第１項地図の作成作
業を進めているところであります。
　今日の社会・経済の複雑かつ多様化，国際化に加
え，規制緩和を始めとする経済構造改革等の推進に
より，法務行政の果たすべき役割，取り分け登記制
度の役割は，今後，更に重要なものになると考えて
おりますが，その登記制度を支える根幹となる重要
な制度の一つが，土地家屋調査士制度であります。
皆様の御支援と御協力を得ながら取り組んでいきた
いと思っておりますので，よろしくお願い申し上げ
ます。　
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ごあいさつ

京都地方法務局長　狛　　　信　雄　



　私が、京都土地家屋調査士の副会長を勤めさせて
頂いて、ようやく、１年が過ぎました。この１年
は、不動産登記法の大改正・土地家屋調査士法の改
正等により、激動の１年でもありました。何とか会
員の皆様方に、この改正の内容等をお伝えしなけれ
ばならないと、業務部一同頑張ってきたところでは
ありますが、何分、変化のスピードが速く、ついて
行くのがやっとの状態となり、十分、会員の皆様方
にお伝え出来なかったところも有るのではないか
と、反省しているものであります。法務局も、オン
ライン申請に始まり、新たな制度（筆界特定制度）
の新設により、慌ただしく過ぎた１年であり、調査
士会としても法務局との十分な協議がなかなか出来
なかった１年でもありました。新年度は、このよう
な反省に基づき業務部で十分な検討を行い、また、
法務局とも協議しながら確実に会員の皆様方にお伝
え出来る様に努力して参りたいと考えております。
　さて、土地家屋調査士法の改正について、会員の
皆様方はどのように感じておられるのでしょうか。
ただ単に、今までの業務に追加されただけなので
しょうか。私が役員に就任して多くの事を学ばせて
頂いたことから思うに、土地家屋調査士制度の将来
の行く末を試されているのではないかと感じるもの
であります。国・国民にとって必要な制度なのかと
言う事が重要な事柄となっているのではないかと感
じるのです。今までの様に国から保護されて来た資
格制度にメスが入ったのではないか？登記申請の代
理だけで制度が維持出来るのか？と自問自答の昨今
です。そのような制度改革の荒波の中、３条業務の
追加となったのではないかと思うのです。この３条
業務の追加の中でも、やはり大きな部分はADRの
代理業務と言うことが上げられます。制度改革の中
での調査士としての関与と言う事では、不動産登記
法の筆界特定制度の調査委員と言う事もあります
が、調査士が主導となって制度の維持・今後の将来
を担うのは、３条業務のADRの代理・代理が行使

出来るセンターの実施者として関与することが大事
ではないかと考えます。このADRの代理人・実施
者は、今までの調査士が行ってきた登記申請の代理
業務とは異にするものであります。このADRにつ
いては、前年度、会として研修会を行ってきてお
り、会員の皆様方も既にご承知のこととは存じま
す。この３条業務のADRの代理・実施者は、調停
の代理・実施者である訳です。調停ということは、
弁護士の領域に入ったということとなり、行政の手
続の代理を行ってきた部分から、ほんの入口の片隅
ではありますが、司法の場に入ってきたと言う事と
なります。したがって、今までの業務とは異にする
ものとなるのです。当然、今までの倫理とは比べ物
にならないほど厳しく要求されて来るものと思いま
す。また、個人も会も自己研鑽ということが重要視
されてくるものと思います。そのように、苦しい立
場になろうとも、やはり、将来の土地家屋調査士制
度の存続には、特に重要なものであると考えるもの
です。総会で承認を受けた「京都境界問題解決支援
センター」の構築と維持、及び調停の代理としての
調査士が、上手く稼動することが重要な課題となっ
てくるものと推測されるのです。システムは執行部
で構築できたとしても、運営と言う事となれば、や
はり皆様方のご協力・ご支援が必要となることは明
らかです。今後より一層のご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
　また、土地家屋調査士試験の受験者数も減少傾向
と言う事のようです。この資格に人気が無いと言う
事では片付けられない問題とも取れます。将来的に
受験者数が増えるような人気のある資格であるよ
う、国・国民にとって必要な資格であるよう私の出
来る事は行って行きたいと考えております。どこま
で出来るかは解かりませんが、精一杯頑張って行っ
てゆきますので今後ともご協力・ご支援を賜ります
よう宜しくお願い申し上げます。
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 副会長　麻　畠　克　司　

定時総会を終えて



　土地家屋調査士の業務・制度は、大きく変わって

いこうとしています。昨年、オンライン申請を中核

とした新不動産登記法が施行開始され、本年１月に

施行された改正不動産登記法で筆界特定制度が新設

されました。

　又、同時に施行された改正土地家屋調査士法で

は、筆界特定の申請代理人として、又、民間紛争解

決手続（ＡＤＲ）の当事者代理人（弁護士と共同受

任）として活躍できる場ができました。

　土地家屋調査士は、今、高度な専門性と信頼性を

基本とした公益性・社会性をもった業務・業界とし

て、認識が高まってきております。

　新不動産登記法・改正不動産登記法を基本とし

て、今まで直接的には、あまり必要性を感じなかっ

た民法・憲法そして民事訴訟法等の知識も必要とな

り、研修を中心とした専門性の向上への努力は、か

つてない程に重要となっております。会長の本年度

の大綱に記載の「アグレッシブに…力強く前進して

参りたい」との言葉どおり、積極的に知識を吸収

し、利用できるよう努めなければなりません。

　京都会においては、「会館建設」「京都境界問題

解決支援センターの立ち上げ」「国際地籍シンポジ

ウムの京都開催」等、京都独自の課題もあります。

皆様の深い御理解と御支援がなければ、どれ一つと

してなし遂げることはできません。

　私は、研修部と研究部を担当させていただいてい

るわけではありますが、今は両部にとどまらず、土

地家屋調査士にとって、又、国民にとって、私達が

何ができるのかを考え､行動することが必要である

と考えております。

　調査士会は公益性・社会性ある土地家屋調査士の

団体とし、今まで以上に①社会へのアピール②社会

への貢献③公益性の実現に向け、前進することが強

くもとめられております。

　又、一方では、規制改革構造改革の波は、公益法

人制度の見直し、隣接法律専門職種の垣根論争、登

記事務の民営化等、土地家屋調査士制度にとって重

要案件は、山積の状態であります。今こそ、公嘱協

会・政治連盟と力を合わせて、一歩ずつ確実に前進

していかねばなりません。

　会員の皆様の御理解、御指導、御支援をよろしく

お願い致します。
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今、調査士会ができること

 副会長　信　吉　秀　起　

定時総会を終えて
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　連合会理事になり、１年が過ぎました。ほぼ毎週
のように連合会へ行き、会議及び打ち合わせの連続
でした。任期は、残り１年をきりましたが、６月末
に総会は終了し、７月よりまた、ほぼ毎週のように
連合会へ行き、会議及び打ち合わせをしている状況
です。だから京都会では、ほとんど貢献できていな
い副会長です。しかしながら、自分の役割としては
理解しているつもりです。様々な対外的な部分で少
しでもお役に立てるように情報収集を行い、ご紹介
できるよう心がけています。
　京都会は私を十分に利用、活用できているかとい
えば、どうでしょうか。判断は難しいでしょう。
　連合会理事になって少し単位会の役員時代と比較
すると、考え方に相違があることがわかります。
　対外的に処理する事案が多く、初めから構築する
ケースがほとんどのため、待っていても誰もやって
くれないし、事例が無いので試行錯誤の連続となり
ます。総務部長のときに、研修部、研究部の新設、
機構改革、顧問弁護士の導入、副会長４人制、外部
理事の導入規則変更等や在宅研究での会館建設の方
向性を書き、伊能ウォークでは地図展示を企画する
ことができましたが、これらは、全て先輩や他会が
先に導入されたことを、教えていただき真似ること
ができたからです。
　物事を自分の力で一から作っていくことは、困難
であるけれども力がつくことは間違いありません。
　真似ることや、自分が本質を考えないで与えられ
ることを待っているだけでは、成長できないし、何
も生まれてきません。今、そのなかでもがき苦しん
でいます。しかしながら、私の姿をみている後輩の
会員たちもいます。自分が何をできるのか、何を伝
えていけるのか、必死に考えなければなりません。
この考えている時間と行動した結果が、何かを生み
出してくれるのだろうと思います。
　会員の皆さんが何を求めているのかは、千差万別

『報告とご紹介』

 副会長　山　田　一　博　

定時総会を終えて

いろんなことがあると思うので私にはわかりません
が、自分自身は執行部、役員としては組織として責
務を果たさないといけないと思います。
　一会員の立場、事務所での立場は、当然にあるけ
れども、京都会の役員としての立場が先に存在しま
す。そのことにもっと責任を持たないといけない
し、意識をしなければなりません。役員は情報量が
違います。それを伝達しないと飽和するだけです。
よりよい情報伝達、真の情報伝達とは、何でしょう
か。情報を共有し、問題点をも共有し、新しい生産
物を還元できる組織形態を強く望みます。その組織
の一員として貢献できる１年にしたいと考えていま
す。筆界特定やADR等新しい分野が実質的な動き
を求められることになります。また、調査報告書や
オンラインにおける情報の管理と運用を未来に向け
て検証しなければなりません。新しいことを追求し
なければならない時ではあるのですが、その本質を
十分に理解し行動しなければ意味の無い結果となり
えます。登記制度の円滑で適正な運用と境界に関す
る紛争問題の予防を日常業務の中で的確に行えると
信じています。
　最後に連合会理事としての取り組みと京都会での
役割を今年の目標として紹介します。

１．11月13日、14日国立京都国際会館にて土地家屋
調査士全国大会・地籍国際シンポジュームの開
催・企画・立案

２．第２回ADR特別研修の運営・企画・立案
３．調査士型CPD制度の企画・立案
　　（『CPD』とは Continuing Professional 
Development の略であり、その意味は継続的
専門能力開発=継続教育とされている）

４．登記相談制度の運営・企画・立案
５．土地家屋調査士派遣制度の企画
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　京都土地家屋調査会が、会館の建て替えを決議さ

れたとのことを伺い、所感を述べさせていただきま

す。

　私は、幸いなことに、日本弁護士連合会の新会館

（東京３弁護士会との４会合同会館）及び京都弁護

士会の新会館の建設に中心的に関わることが出来ま

した。４会合同会館については、約10年間関与し

て、平成７年春に竣工させることが出来ました。京

都弁護士会新会館は、京都弁護士会会長をしていた

平成７年度に委員会を立ち上げ、建て替えの検討に

入り、推進本部を立ち上げてからは本部長代行とし

て仲間とともに心血を注ぎ、平成16年春に竣工させ

ることが出来ました。私は、京都弁護士会の会員な

ので、４会合同会館の建設で培ったノウハウを京都

弁護士会の新会館建設にフルに活用できたことは、

とても幸せなことでした。亡父、私、長男と、三代

にわたってお世話になっている京都弁護士会に幾ば

くかのお返しが出来たと考え、この事業につき誇り

に思っています。

　会館の建て替えは、一世一代の大事業です。決し

て設計事務所に任せきりにすることなく、全会員と

ともに造り上げる気気慨で取り組んでいただきたい

と思います。

　京都弁護士会の時は、プロポーザル方式のコンペ

により設計事務所を選任し、設計内容確定まで、少

新会館建設の喜び

顧問弁護士　谷　口　忠　武　

数の委員が毎又は各週土曜日に休みを返上して設計

事務所と設計協議を重ねました。設計事務所からも

毎回所長をはじめ、設備関係の技術者まで含めて

５、６名が出席して熱心に協議しました。問題点に

ついては、次回に提案をしてもらい協議のうえ決定

していきました。協議結果や、試案の図面は、遂一

会館に備えおき、会員に対する情報開示に努めまし

た。

　施工業者の選任については、地元業者にゼネコン

１社（京都地裁の工事を請け負った業者）を加えて

競争入札により決定しました。特に気をつけたこと

は、談合の排除です。この点については、細心の注

意を払いました。作戦は完全に成功しました。その

ことは、入札金額のばらつき、２度目の入札による

落札金額により実証されました。

　工事中も、担当委員、設計事務所、工事業者三者

の定期協議を繰り返し竣工にこぎ着けました。

　日弁連の会館、京都弁護士会の会館は、私にとっ

て自分の会館であるような気がします。とても幸せ

なことです。

　利便性の高いすてきな会館を建ててください。ご

参考になるようでしたら、いつでも京都弁護士会を

案内してご説明しますし、私でお役に立つようなら

何なりと協力させていただきます。
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　証券取引法・商法等の法定監査以外に、公認会計

士の新しい業務領域としまして計算鑑定人制度も、

これから注目されてくることと思います。本稿で

は、計算鑑定人制度の概要について説明いたしま

す。

　産業発展、経済活性化の観点から重要性が認識さ

れてきた知的財産保護に関して、平成10年の特許法

改正において計算鑑定人制度（特許法第105条の2）

が導入されました。計算鑑定人制度は、知的財産権

の損害額の立証の迅速化及び効率化を図るととも

に、当事者の立証負担の軽減を図るために訴訟手続

きの中に創設された制度であります。

　計算鑑定人制度の新設に対応して公認会計士が計

算鑑定人に選任された場合の計算鑑定業務の均質化

を図る一助として、計算鑑定人マニュアルを取りま

とめるべく、日本公認会計士協会経営研究調査会に

計算鑑定人部会が設置されました。計算鑑定人部会

において計算鑑定人制度の調査研究が進められ、裁

判所、弁護士会等からの意見を求め、さらに学会報

告も行い会計学者からも意見を頂き、「計算鑑定マ

ニュアル」の最終報告が平成16年１月14日に日本公

認会計士協会経営研究調査会研究報告第15号として

公表されました。

知的財産に係る紛争処理において、公認会計士は、

独立した第三者としてかつ経済及び会計の専門家と

して計算鑑定人として参画するだけでなく、訴訟の

当事者（原告・被告）の立場からも会計の専門家と

して訴訟に関わる状況が増え、知的財産分野での公

認会計士の役割がますます重要になっていきます。

　知的財産に係る紛争処理において、公認会計士の

役割を十分果たしていくためには、社会から信頼さ

れる鑑定を実施することが重要です。そのために

は、会計・監査の専門知識に加えて民事訴訟法、知

的財産に関連する法規の理解、判例の整理等幅広い

知識、経験の積み重ねによるノウハウの蓄積が必要

です。また、財務諸表監査との相違点にも十分な理

解が必要となります。

　会計との関連で見れば、各法律の損害額算定方法

について、特許法における損害額算定の基礎となる

利益概念は限界利益が通説ですが、今後発生してく

る事案については個別固定費の取り扱い、操業度の

基準、寄与率等の考え方の整理も必要になってきま

す。

　公認会計士が実施する計算鑑定作業が社会から信

頼されるために、損害額算定作業の質を一定水準に

保ち、計算鑑定の環境変化や損害額算定に関する新

しい会計理論の発展に対応して、計算鑑定マニュア

ルについて、継続的な検討・体系化に努めていくこ

とができるならば、紛争処理あるいは訴訟に関する

会計の新たな分野の開拓にもつながっていくものと

思います。

知的財産権侵害訴訟と公認会計士の役割
・・・計算鑑定人制度を中心に・・・

公認会計士

毛　利　隆　志　
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　平成18年６月19日（月）・20日（火）の２日間、

東京・赤坂プリンスホテルを会場とし、第63回日調

連定時総会が開催された。

　松岡連合会長の挨拶で総会の幕が明けられた。松

岡連合会長は、その挨拶の中で、次の９つの事項を

話された。新しい制度に向かって、積極的なかかわ

りを強調された。

（１）オンライン申請の導入・ＩＣカードの配布

（時代の武器を全ての調査士に）

（２）筆界特定制度の新設（筆界調査員）

（３）筆界特定制度の代理権取得（土地家屋調査士

全員）

（４）日調連ＡＤＲ特別研修の件（ＡＤＲセンター

の促進）

（５）調査報告書（登記所の統廃合、調査士のプロ

意識）

（６）地図作成作業（公益性、社会の認知度の向

上）

（７）財政基盤の確立（次年度からの会費の値上げ

等）

（８）規制改革、構造改革の波（法務局の民営化

等）

（９）公益法人関連（地図作成は、土地家屋調査士

の専権）

　議長選出の後、慎重審議が行われた。

　事前に、質問・要望等合わせて41件寄せられ、審

議の提案理由・説明の中で各々についての、回答が

なされていった。

　京都会も６件の質問・要望等を事前提出した。そ

の内容と回答は、概ね下記のとおりであります。

１．（質問）社会事業部の新設における業務分掌

　　（回答）公共的要素があるものを社会事業部が

中心となって行い各部が重複しないよ

うに務める。

２．（要望）法14条地図における一般競争入札方式

①入札方式をとるのであれば、作業内

容を明確に示し、設計図面が作成さ

れること。

②作業内容・設計図面に相当する適正

価格での入札が行われること。

③入札の対象者は、公嘱協会、土地家

屋調査士、調査士法人に限ること。

④請負業務に限ること。委任、委託業

務は、決して入札にはなじまないこ

と。

　　（回答）上記①～④を考慮し、今後法務省との

交渉にあたる。

３．（質問）国際地籍シンポジウムの件

　　（回答）調査士全国大会というよりは、国際地

籍シンポジウムを核にして考える。

４．（質問）理事候補者の選出方法について

　　（回答）提案どおりで御理解いただきたい。

５．（質問）日調連ＡＤＲ研修の件

　　（回答）今回の研修の反省すべき点は反省し、

次回の参考に。

６．（質問）会則第72条第１項（会費の値上げ）の

日調連定時総会報告

信　吉　秀　起　
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件

　　（回答）提案どおりで、御理解いただきたい。

　各議案の審議結果は、下記のとおりであります。

第１号議案

　　平成17年度一般会計収入支出決算報告承認の件

　　平成17年度特別会計収入支出決算報告承認の件

　　　　　　　　　　　　　報告のとおり承認可決

第２号議案

　　平成18年度事業計画案審議の件

　　　　　　　　　　　　　提案のとおり承認可決

第３号議案

　　平成18年度一般会計収入支出予算案審議の件

　　平成18年度特別会計収入支出予算案審議の件

　　　　　　　　　　　　　提案のとおり承認可決

第４号議案

日本土地家屋調査士会連合会会則の一部改正審

議の件（特別決議要件３分の２）

（会場より議案修正の意見があり執行部は本議

案を４分割し下記のとおり修正し再提案され

た）

　第４ー１号議案

筆界特定制度及び民間紛争解決手続きに伴う各

条文の新設

　　　　　　　　　　　　　提案のとおり承認可決

　第４－２号議案

東京土地家屋調査士会会館建設に伴い連合会事

務所を同会館に移転する件  第４条連合会は事

務所を東京都千代田区に置く、但し事務所移転

の日から施行する（経過措置付き）

　　　　　　　　　　　　　提案のとおり承認可決

　第４－３号議案

第19条第４項　調査士会の会長以外の者が連合

会の役員である調査士会における代議員の数

は、規定する代議員の数から当該役員の数を減

じるものとする。

　　　　　議決件数189件　賛成111件　提案否決

　第４－４号議案

連合会費現在調査士１会員につき月額1,250円

のところ、月額2,250円とする。但し平成19年

６月30日までは、1,250円、平成22年３月末日

までは1,750円とする。

　（反対の意見多数）

議案修正動議が提出される（埼玉森田会長他８

名、京都会安井会長も署名）

　（修正動議）

連合会費現在調査士１会員につき月額1,250円

のところ、月額1,750円とする。但し施行日は

平成19年７月１日とする。

　　修正動議を先議

　　　　　　　　　　議決件数189件　賛成132件

　　　　　　　　　　修正動議可決　提案否決

第５号議案

日本土地家屋調査士会連合会役員選任規則の一

部改正案審議の件

　　（特別決議要件３分の２）

　　主な条文として新設条文

　　第３条２項２号（選任の方法）

選考理事の選任は協議会若しくは調査士会が所

属する会員の内から推薦した者又は会員100人

以上から推薦を受けた会員のうちから選考委員

会が選考した候補者を総会に諮り選任する。

会員100人以上から推薦を受けた会員のうちか

ら選考委員会が選考した者との箇所が問題とな

る。

　　　　　議決件数189件　賛成53件　提案否決

　本総会は、活発な意見が交わされ、執行部提案

は、一部否決されたが、会費の来年度500円の値上

げを何とか可決することができた事は、財政基盤の

充実の意味で重要であると考えられる。
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　標記協議会が平成18年７月14日ニューオータニ神

戸ハーバーランドで開催された。

　阪神淡路大震災が起きた平成７年の年末にこの場

所へ来たときには、崩れた岸壁がまだ被災したまま

であったが、いまは付近に大きな建物が建ち神戸の

しゃれた街に戻り震災の痕は一見したところみられ

ない。

　さて、協議会はブロック会長の挨拶に始まり、翌

年開催会の会長が議長というのが恒例となっており

京都会安井会長が議長となり議事進行した。総務部

会長による平成17年度会務報告、会計・監査報告の

あと、平成18年度の活動計画と予算について各部会

長より程案された。計画案はほぼ例年と同様。広報

部は本年11月に開催される『国際地籍シンポジウ

ム』と併設する『土地家屋調査士全国大会』の広報

について発言。近畿（京都）で開催されるこのシン

ポジウムの広報について近畿各会で共同の広報活動

を計画。2000年東京での開催から各国を巡り日本で

の開催は京都・宝ヶ池の国際会議場。韓国・台湾・

日本とアジアの国３国が集まる。併せて開催される

土地家屋調査士の全国大会は2000人が集う大会を目

標としている。公共事業部は、「公益法人改革と公

共事業に関する研究」を挙げ土地家屋調査士協会の

公共性、必要性についての研究を活動計画とした。

　５部会の計画案の説明のあと質疑にはいり、大阪

会加藤副会長より資料センター構築の件について質

問がされた。部会長からの答弁の後加藤副会長は、

現在大阪会で実施している大学の寄付講座について

説明。年々減少する土地家屋調査士試験の受験生の

減少をみると希望も興味もない資格となりつつある

のではないか。我々の制度や業務など将来を担う若

い世代に伝える事が大事なことである、このような

講座を近畿ブロックで計画し実施してほしいと執行

部・各会役員への要望を述べ、た。執行部より質疑

への回答ののち活動計画についての賛否を問うたと

ころ賛成多数で承認された。

続く「時期開催地について」では本会大西総務部長

より19年度協議会は京都宝ヶ池で開催する旨を説

明。

　連合会報告は、地元大阪から選任された松岡副会

長、大星広報部長、藤木理事、山田理事から報告。

松岡会長は、連合会費値上げ・会館移転・ADR・

筆界特定・調査報告書に関し概ねの説明をし、大星

広報部長からは11月に開催する『国際地籍シンポジ

ウム』と併設する『土地家屋調査士全国大会』につ

いて報告し『京都での開催であり近畿ブロックから

土地家屋調査士　近畿ブロック協議会

第 5 0 回定例協議会第 5 0 回定例協議会
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出来るだけ多くの会員が参加されることを期待して

いる』と述べた。藤木理事からは来年４月より実施

する「調査報告書」、山田理事からはADR特別研

修についての報告がそれぞれなされた。その後は次

第のとおり議事を終え第Ⅱ部の式典へ。

　表彰式、京都会からは大阪法務局管区局長表彰

に、今井成男会員、乾倬一郎会員、今西晟介会員が

受賞。土地家屋調査士会近畿ブロック協議会表彰に

大西淳会員、木村正和会員、戸田和章会員が京都か

ら受賞された。おめでとうございます。

　大阪法務局長、神戸地方法務局長、兵庫県副知

事、と多数の来賓の挨拶とつづき午後６時予定され

ていた次第全てを終了した。

次　　第
Ⅰ．議事
　１．物故者に黙祷
　１．開会の辞　　　
　１．近畿ブロック協議会会長挨拶
　１．議長・副議長選出
　１．議事録署名人選出
　１．議事
　　（１）平成17年度　会務報告の件
　　　　　阪神・淡路まちづくり支援機構活動
　　　　　報告
　　（２）平成17年度　収支決算報告
　　　　　　　　　　　　及び監査報告の件
　　（３）平成18年度　活動計画（案）の件
　　（４）平成18年度　予算（案）の件
　　（５）次期開催地について
　１．桐栄サービスの扱う保険について
　１．連合会報告
　１．全調政連報告
　１．平成18年度厚生部会の活動について
Ⅱ．式典　
　１．来賓紹介
　１．近畿ブロック協議会会長挨拶
　１．表彰式
　　　　管区法務局長表彰
　　　　近畿ブロック協議会会長表彰
　１．来賓祝辞
　１．祝電披露
　１．閉会の辞
Ⅲ．懇親会
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　平成17年の秋に特別研修の案内が送付されてきま
した。
　その内容の概略として、１枚目は京都会としての
案内が記載され、
①　土地家屋調査士法の改正で創設された第３条
第１項第７号の民間紛争解決手続代理業務を受
任できるのは同条第２項以下に記載された研修
や考査を受けかつ能力があると認定された者で
あること。
②　京都会に割り当てられた今回の人数枠は30名
で、希望者多数なら抽選になる。

となっており、２枚目以降は連合会として法改正へ
の経緯を細かく説明した後、実施計画及びその計画
内容の詳細、つまり実施団体や研修の概要は以下の
通り
　①　実施団体としては日調連
　②　協力機関として、
　　　ⅰ　法務省
　　　ⅱ　日本弁護士連合会
　　　ⅲ　各弁護士会
　　　ⅳ　財団法人　日弁連法務研究財団
　③　研修内容の詳細な時間割
であり、最後に実施要綱と実施予定日が記載されて
いました。
　そこで、まずは研修の申し込みをして抽選結果を
待ちますと、応募人数44名の中から数少ないクジ運
を使ったのか、抽選で選ばれ、研修を受けることが
できるようになりました。
　さて、受講申し込み手続や受講料の納付を済ませ
ると、それからというもの様々なテキストや必読図
書の案内などが順次送付されるという状況が何度か
繰り返され、必読図書の入手に追われたりしている
うちに、必読図書もあまり読んでいない状況の中、

はじめての特別研修を
受講してみて

伏見支部

中　邨　昭　生　

気が付けば受講開始日が近づいていました。なお、
必読図書は政府刊行物のサイトなどからインター
ネットで注文するほうが早いかも知れません。

　それでは、本題の研修状況などを個別に分けて感
想や報告を書いていきます。

Ⅰ　基礎研修
　まだまだ寒い日が続く春分の日の頃、いよいよ特
別研修の開始となりました。でも必読図書がまだ全
部読めてないけど大丈夫か？他の皆さんは読破して
いるのか？と不安に感じながら会場に行く道で、初
日は午後からという予定にもかかわらず、誰も経験
していない第１回目ということで情報が少ないため
か、早々に到着して不安な面持ちで会場に向かわれ
ていました。しかし受付で知った顔と会い、情報交
換を進めていく中で不安な気持ちを消せないまでも
強張った面持ちが少し和らいでいたような記憶があ
ります。
　そして会場に入って驚きました。大きなスクリー
ンが３枚あり、それはインターネットを経由して東
京発信による全国同時中継で講義をするための設備
だそうです。ちなみに前列の方は映画の字幕を見る
ような、つまり首が痛くなりそうな状況で受講され
ていたので今後は改善する必要があるかなと思いま
す。
　そして定刻となり、いよいよ講義開始となるので
すが、お約束の開講式や連合会長の御挨拶などを適
当に挟んでから本題の研修が始まりました。
「憲法」
　この講義の中で印象に残っているのが、まず民主
主義の基本的な講義をされた後、最大多数の最大幸
福が正しいのか？という問題でした。その理由とし
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て、一般的に民主主義として取り入れられている多
数決の原理は、その結果に間違いが生じないのか？
という内容でした。この考え方を知って自らの中で
考察や検証することは、今後の紛争解決の手段に間
違った方向付けをしないための防波堤として自らの
心中には必要不可欠の考え方であろうと思われたか
らです。
「境界確定訴訟の実務」
　この講義は、所有権確認訴訟と比較していくこと
で当事者適格やいわゆる民事訴訟法の手続における
弁論主義の排除、固有必要的共同訴訟の形態の説明
に事例を踏まえて講義されました。そして境界確定
訴訟の実態的な流れに伴って、書証としてはどのよ
うなものが適当と考えられるか、また我々ではなか
なか掴み難い裁判官の心証形成はどのようになって
いるのかを講義していただき、ＡＤＲが不調に終
わった場合も考えて土地家屋調査士は取り組むべき
であろうといった講義でした。
　しかし、この内容は京都会の法学研修で何度か聴
いた話も含まれていたので、割と聞き易い話であり
ました。
「民事訴訟法」
　この講義は、大学の教授によって進められ、事例
を含めた論理的展開を事細かにテキストに記載され
ており、民事訴訟法の中の基礎的部分を講義された
のですが、４時間で説明するには量が多すぎると感
じられました。
　しかし、この講義内容も京都会の法学研修会で聞
いたことがほとんどであり、基本的に復習の感覚で
受講できました。
「民事訴訟と立証方法」
　この講義のテキスト内容は前の講義とは異なり、
行間が広く、箇条書きが多い形態でした。そして内
容として、より実務的にかつ端的に具体例を掲げ、
「訴訟物」「請求の趣旨」「請求の原因」「否認」
「抗弁」「自白」などの説明と裁判官の心証形成及
び判決への道程を講義され、ＡＤＲが不調に終わっ
た後の展開となる民事訴訟の概略の講義でした。
「所有権紛争の実務」
　この講義内容として、境界争いは「筆界争い」で
はなく「所有権界争い」の場合が多いという前提の
もと、ほとんど「取得時効」についてのみの講義を
なされておりました。ということは120分間のほと
んどを使って時効に関する講義をされたのですか

ら、主催者側が重要だと考える講義なのでしょう。
そして後々のグループ研修をした際に本研修の重要
課題であったことが改めてわかりました。
「ＡＤＲ総論・ＡＤＲ代理の基礎」
　この講義の中では、例えば土地家屋調査士がＡＤ
Ｒに取り組む際に、土地境界問題だけの解決を調査
士が自己中心的に行うことは、結局のところ本質的
解決には至らないこともあり得る可能性を理論的な
展開で説明されたことで、例えば、境界に関する争
いが存する状況の中、単に境界のことだけで揉めて
いると勝手に土地家屋調査士が思うことは危険な解
釈で、実は他の何らかの原因により境界問題も含め
た諸問題に発生したかも知れないと疑うことが問題
解決への道程となるということでありました。それ
は専門家が紛争当事者の主張に耳を傾けることを忘
れ、説明的な立場で専門家主導型の表面的な解決を
したのでは根本的な問題解決にはならないことを再
認識させられましたし、専門職としてＡＤＲを行う
際の難しさを改めて感じました。
「専門家責任」
　この講義は、後日の講義となる「倫理」の基礎学
習となるもので、いわゆる「プロフェッショナル」
とは、どうあるべき者か、また、どのような行動を
すべき者か等を倫理面の強化するための土台作りで
ありました。

　以上が基礎研修の各講義に関する私なりの感想
で、この基礎研修の期間内に講義内容とは別に生じ
た感想を徒然に書きますと、３日間の内の２日目は
平日であり、朝のラッシュアワーに電車に乗るのは
久々で、補助者時代に通勤していたことを思い出し
ました。そんな中、近畿全域から集まり一箇所で研
修を受けている状況を考えると遠方の方々は当然に
宿泊する必要が生じるので、研修案内に添付されて
いた通り、宿の手配が必要になるでしょう。ただ、
インターネットを使った全国同時中継ならば、各単
位会で対応できる状態になれば良いのにと安易な発
想ながらに思いました。
　また、この期間中はちょうどワールドベースボー
ルクラシックの決勝戦の時期と重なったので、イン
ターネット回線の混雑が原因と考えられる配信停止
状態が数分間生じたこともあり、講義形態について
はまだまだ改善の余地を残した研修であったと思わ
れます。
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Ⅱ　グループ研修
　この研修は、５名ずつに分けられたグループがグ
ループ内で各自の見解を提出し、自らの意見を交わ
すことを経て、テキストに記載された課題について
申立書や答弁書を作成することと、テキストに記載
された問題に対してグループ内にて討議しておくこ
と、そして倫理についても討議しておくことが主た
る目的で、弁護士が申立書や答弁書について講評を
行う集合研修の際に討論できるような準備もしてお
く必要もありました。そのカリキュラムとしては申
立書・答弁書・倫理に各５時間ずつ合計15時間の研
修を一定の期間内に終了しておくことでした。
　このグループ研修の進め方について、
①　グループ内にてグループ長たるものを決定
し、意見集約をして課題を提出する。
②　討議したりする時間の管理や出欠確認、課題
提出の有無などをグループ長が行い、所属会を
経由して連合会に報告する。

というのが基本形で、最低でも15時間の研修を行え
ば、研修時間に上限無しという形態でありました。
　その課題の内容に対する感想として、まず申立書
とはどのような形式と内容を具備すべきか？という
のが初めの疑問点として出てきました。その中で形
式については、答弁書についての課題文書に申立書
が掲載されていたので、それを雛形として利用しま
した。しかし、内容の記載方法については、グルー
プ内の各メンバーに様々な意見が生じましたが、な
んとか集約することができました。それは筆界とい
う調査士独自の観点に立ったものや、自分が紛争当
事者になった場合を想定しての意見など、事象への
切り口が異なることに起因する意見の相違であった
と思われます。
　次に答弁書の形式や記載内容について、申立書の
ような雛形がなかったので、メンバー各々が書店で
調停などの書式が記載された本を購入したり、イン
ターネットを利用して書式の検索をしたりして様々
に考えることになりました。それは、境界問題解決
支援センターが設立された際に誰しもが利用し易く
するために必要となるであろうと思いました。そし
てこの答弁書に記載する内容について、申立書と同
様にグループ内で事象への切り口が異なることによ
る意見の相違がでてきましたが、グループの意見と
して集約することができました。なお、申立書及び
答弁書どちらの課題も取得時効が関連する内容でし

た。
　そして倫理に関する課題は、いくつかの条件設定
の下で土地家屋調査士がすべき行動、換言すれば、
依頼主との信頼関係の構築に支障をきたさないため
の行動指針を日常からどのように持っているべき
か？という非常に難しく、また各個人の業務に対す
る捉え方の差によって見解に相違が生じるのは当然
で、倫理に関する課題に完璧な正解というのは出な
いであろうという中、グループ内で討議しました
が、やはり各個人間の行動指針に温度差が生じてお
り、自分自身の行動指針を改めて見直す良い機会と
なりました。
　以上がグループ研修に関する私なりの感想で、こ
のグループ研修の期間内に講義とは別に生じた感想
としては、講義を聴くという研修では中々得られな
い自らを見直す機会を得られ、他人の課題に対する
切り口を見ることで、より幅広い視野を得ることが
得られたことだと思います。例えば、10円玉は円形
であると限定するのではなく、横から見れば長方形
であり、円形と長方形を複合した考察では円柱形に
なると認識するように事象に対する切り口を多く持
つことがＡＤＲにおいても重要であろうと感じられ
ました。

Ⅲ　集合研修
　この講義は、グループ研修で意見を集約し課題と
して提出した申立書や答弁書の内容について、弁護
士との討議をすることで、より実務的な取り組み方
を学ぶことが目的であったように感じられました。
その内容として、まず申立書については、いわゆる
訴訟物や要件事実に分けて記載していくことが必要
であるとわかり、記載内容については原則として証
明するものの添付が必要であるともわかりました。
次に答弁書に記載することとして、「認知」「否
認」「不知」と分け、申立の内容の全てに答弁する
ことが重要であると講義されました。その理由とし
て紛争全体の中に様々な事情がある中、紛争のみを
抽出する争点整理を行うことが解決への近道であろ
うという発想から提言されたことと思われます。そ
れはＡＤＲにおいても同様で、諸問題が複雑に絡み
合ったときでも、まずその絡み合った状態を分解し
て、問題を個別に分けることで問題に対する理解が
早くなると思われました。
　しかし、紛争解決の際に争点整理して目前の紛争
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のみの解決だけではＡＤＲに不向きであろうと感じ
られたものの、調停が不調に終わり裁判となった場
合に調停の内容が証拠として採用されることも含め
て考慮しておく必要があり、申立書や答弁書の難し
さを感じられた講義でありました。

Ⅳ　倫理に関する講義及び考査
　まず倫理に関する講義は、グループ研修をしてき
た時にも感じられたように様々な各個人の考え方を
見ることと土地家屋調査士法第３条と第22条の２に
記載された内容を再認識させられることで普段は認
識することの少ない自分の倫理観を見直すことがで
き、また土地家屋調査士が資格団体として生き残っ
ていくには、より高度な倫理観による自浄能力を有
すべきであろうから、倫理規定の作成と倫理委員会
の常設は必須事項となっていくと思いましたし、ま
た日常から倫理観を意識して業務に取り組む必要が
今まで以上にあるとも思いましたので、業務を受託
する前の相談時においても意識するようになりまし
た。
　そして倫理の講義を受け昼食をとった午後にいよ
いよ考査です。試験時間は２時間で問題内容として
は、択一式が15問で記述式が２問あり、その内容の
詳細として、択一式は、憲法２問・民法10問・民事
訴訟法２問・土地家屋調査士法１問の15問であり、
記述式の１問目は事例を基にしたいくつかの設問に
答えることで、２問目は土地家屋調査士の権限と倫
理に関する設問に答えることという事前情報が公開
されていました。
　そこで、この考査にどのような試験問題が出たか
は色々なところから情報が得られるでしょうが、私
が感じた全体の感想として、まず択一式の問題で、
憲法ではＡＤＲに関連する財産権などが、民法では
基本的でかつ常に問題となる部分は当然のように出
題されましたから、大学の法学部の講義を基本的に
理解していることが求められていると思いました。
そして民事訴訟法では、択一で出題できる部分が限
定されているので、基礎研修の内容そのままで、ま
た土地家屋調査士法もＡＤＲに関連する条文の理解
度がそのままで出題されたと思います。ただ、全体
的には本研修の協力機関である財団法人日弁連法務
研究財団から出ている法学検定の問題集を解いてお
くことが求められています。
　そして記述式についてですが、１門目は事例を基

にしているだけにより実務的な内容理解度が問われ
ていたと思われます。つまり訴訟物、要件事実など
に対する理解度が求められ、ＡＤＲにおいて弁護士
と共同受任した際に終局的解決となる裁判について
の理解度を高めておいてもらいたい意向が感じられ
ました。また２問目の土地家屋調査士の権限と倫理
については受任すべきでない業務に明確な根拠付け
ができるか否かが焦点であったと思われました。

Ⅴ　まとめ
　他の調査士会のことはあまり知りませんが、京都
会が継続的に開催している「法学研修」の講義を聴
くことは、この特別研修の基礎として十分に役立っ
ていると思います。特に民法の分野は基礎研修で講
義せず、必読図書にて自習することで当然にある知
識になっていることが前提という状態ですから、例
えば、頻出問題となる「代理」などは学説なども交
えた講義を聴いて理解することが重要であるので、
何度も繰り返し講義を聴ける研修にはこれからも積
極的な参加をし、自身の能力保持に必要であると改
めて思いました。
　最後に、この研修全体を通して感じられたこと
は、おそらく日本弁護士連合会の考え方として土地
家屋調査士法第３条第１項第７号を徹底的に理解し
て欲しいということで、逆に言えば筆界が明らかで
あるときには弁護士だけで紛争解決をするので、土
地家屋調査士が入る余地は無いと暗に言っているよ
うな印象を受けました。それは集合研修や倫理の講
義の中で何度も条文理解を求めていたことからも感
じ、最近の法改正の流れにより、他の士業が弁護士
業務と競り合う中、日本弁護士連合会が自らの職務
領域を守りたいという思いが伝わった研修でした。
ただし、弁護士個人としては境界に関する紛争に土
地家屋調査士の協力無しの解決は難しいと思ってい
ると感じられました。
　以上、特別研修を受けた私見ですが、書き殴った
感じの否めない乱文を最後までお読み頂いた方々、
誠にありがとうございました。なお、本文を書いて
いる現時点で考査の結果はわかっていませんが、自
分の糧となったことに間違いなく、より多くの方が
受講されて土地家屋調査士の資質向上になれば良い
と思いました。
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【記述式】

　記述式は、第１問；小問１乃至４、第２問で構成

されており、第１問小問１、４は主として民法、小

問２は民事訴訟法（申立・請求の趣旨；形式面）、

小問３は民事訴訟法（立証方法；実質面）、第２問

は倫理問題となっています。

　解答方法は、第２問の300字以内という以外は、

簡潔に、箇条書きでとなっているので、記述式につ

いては本格的な論証力というよりはむしろ正確な知

識で事案を分析できるかという分析力を試す傾向で

あろうかと思われます。

　そして、分析に必要な『正確な知識』について

は、今回の考査問題を検討する限りにおいては、

【択一式】の知識的準備をしっかりと行っておけ

ば、十分に対応できると思います。

　ただし、インプットとアウトプットは全く違う作

業なので、記述式の分析能力を養う訓練は別途必要

になってくるでしょう。

「第１回土地家屋調査士特別研修　考査問題　講評」
弁護士　鍔　田　宜　宏　

【択一式】

　問題は全15問。憲法２問、民法10問、民事訴訟法

２問、倫理問題１問です。

　民法に非常に比重が置かれています。

　民法の内訳は、民法総則４問、物権３問、債権総

論１問、債権各論（不法行為）１問、相続１問で、

各領域から満遍なく出題されています。

　民法総則と物権にやや偏りが見られますが、特に

民法総則と物権を重要視しているのではなく、たま

たま多く出題されたという可能性もあります。

　出題の難易度ですが、憲法・民法・民事訴訟法と

もに、内容は基本事項であり、一定レベルの基本書

（大学の法学部で参考図書に指定されるハードカ

バーの専門書）をきちんと押さえておけば解答可能

な難易度ですが、少なくとも付け焼刃のアンチョコ

本程度でなんとかなるレベルではありません。

　勉強方法としては、薄く広く基本事項を『理解』

しながら潰していくしかないと思います。
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　平成18年３月19日から始まった第１回土地家屋調

査士特別研修も５月13日考査をもって予定された日

程を終了。７月末には研修を受講した全国1500名の

土地家屋調査士に考査成績が送られ、８月４日まで

に代理能力認定手続きをし、10月２日各法務局、官

報に認定者が発表される。認定者は、土地家屋調査

士法第３条７号に定める「土地の筆界が現地におい

て明らかでないことを原因とする民事に関する紛争

に係る民間紛争解決手続（民間事業者が、紛争の当

事者が和解をすることができる民事上の紛争につい

て、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争

の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う

裁判外紛争解決手続をいう。）であって、当該紛争

の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると

認められる団体として法務大臣が指定するものが行

うものについての代理」ができることになる。

　京都会は来年４月「京都境界問題解決支援セン

ター」開設に向けてＡＤＲ研修を計画的に実施して

いる。

　平成18年６月24日池坊文化学院「こころホール」

において平成18年度ADR研修会が開催された。早

稲田大学大学院和田仁孝教授による全４回の調停

員・相談員育成カリキュラムの第１回目。「ADR

ADR研修会

と法専門性」と題して始まる。

　公布された『裁判外紛争解決手続きの利用と促進

に関する法律（ＡＤＲ法）』の第３条は基本理念と

して「裁判外紛争解決手続は、法による紛争の解決

のための手続として、紛争の当事者の自主的な紛争

解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施さ

れ、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即

した迅速な解決を図るものでなければならない。」

と定めた。「法による・・」と「専門的知見・・」

は日本特有のも、裁判外での紛争解決を先行する北

米では多様な位置づけをされている。法律により規

制したのは、日本の文化になじむものにするため、

日本的な『情』に考慮したものではないだろうかと

和田教授は述べた。
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　休憩をはさみ医療過誤の裁判のビデオを視聴。交

通事故で負傷した青年が搬送された病院の判断ミス

により正確な治療が出来なかったため亡くなった。

母親は病院に過失があったと提訴する。母親の依頼

した弁護士は十分な能力があり原告の請求が認めら

れようと進む。審理も終盤になり弁護士から和解案

が示された。しかし母親は応じない。母親は弁護士

を解任し判決まで自分自身が法廷に立つ。診断を誤

り、息子を死に至らしめた医師らの謝罪も言葉がほ

しかった。専門職とし合理的な判断により依頼者の

有利になるよう進めたのだが、それは依頼者にとっ

ては満足する解決ではなかった。

　『1000円ゲーム』というゲームをした。２人一組

になり、手元にある1000円の分け方を一方が提案す

る。提案は１回。返事はYesかNoで答えるというも

の。

　２等分の500円が圧倒的に多かった。少数ではあ

るが提案者1000円・相手方０円、またその逆もあっ

た。当事者の対立関係からリスクの計算しその分割

方法が異なる。どちらもが十分満足と言う結果はな

いが、両者が妥協することにより1000・０と言う結

果になることは少ないだろう。

４時間の第１回の研修会。紛争の当事者には自分な

りの正義がある。依頼者の心理を酌み対応していく

ことになるだろう。そのための学習はこれで十分と

いうものでない。調停の場ではそのケースによりい

ろいろな解決方法があり都度新しい発見がある。特

別研修では法律の理解や倫理を学習したが、型には

まった紛争はなく、ひとつひとつが新しい事案にな

り代理人のトレーニングは続く。
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　平成18年２月18日土曜日、土地家屋調査士会館３

階にて新入会員研修が開催され、13名の新入会員の

方々が参加されました。

　最初に一人ずつ自己紹介をした後に研修が始まっ

たのですが、既に近畿ブロックの新入会員研修に一

緒に参加された会員の方も多く、緊張の中にも同期

あるいはなじみの顔といった和んだ雰囲気が感じら

れました。

　まず、安井会長より土地家屋調査士法と京都会会

則の順守、職責と品位保持の自覚という、土地家屋

調査士としての心構えに関わるお話がありました。

また、研修の講師は業務部が担当されたのですが、

公嘱協会、政治連盟からも先生方が来られ各組織の

説明をされました。

さて研修の中では、５，６名のグループに分かれて

事案を検討し、発表するという講義があり、私に

とっても興味深く一緒に参加させていただきまし

た。具体的な事案を挙げ登記の目的、原因等をどう

新入会員研修報告

判断するか？といった内容なのですが、参加者側か

らその事案あるいは条件について講師の先生が想定

されていないほどに細かい質問をする場面があり、

そこに日常の業務で真実を追究している調査士なら

ではの、たとえ研修の事案でも整合性のある判断を

しようとするこだわり（笑）が感じられました。実

務の中で会員それぞれが悩み、研鑽している姿が映

し出されたように感じました。

　参加された新入会員の皆様はいかがだったでしょ

うか？もちろん、実務経験ではそれぞれ差もあり事

務所によって状況も違う事でしょうが、初心を忘れ

ず京都土地家屋調査士会を盛り立てていこうではあ

りませんか。私が登録をした時には既に京都会の新

入会員研修は隔年で開催されておりましたが、ずっ

と以前は研修がなかったとも聞きました。こうして

京都会が会員のレベルアップに尽力して頂けること

もありがたいことですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（末永）
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　会館建設実行委員会は、会員からの投票により

A-studio設計案に決定後谷口１級建築士と面談を

し、設計案について会員からの要望と変更の希望な

どを伝え基本設計作業を依頼した。毎週１回詳細な

打ち合わせを実施し、無料相談会場・京都境界問題

会見センターとして、また、会員の研鑽・研修場所

として会員・市府民に使い易い会館へ仕上げてい

く。

　５月定時総会で事業計画・予算が承認され、総会

後の理事会にておいて工事の業者を、KASSシステ

ム、京都市内の大手建設業、ゼネコンからそれぞれ

選考し工事参加をよびかけ入札を行う。

　新会館建設に伴い、７月24日から下記場所にて京

都会仮事務所で執務を行う。

　現会館は本年８月中旬に取り壊し、来年３月竣工

新会館建設順調に進む

予定である。

　総会には新会館の模型が展示され、京都土地家屋

調査士会館がより現実的になった。

　現会館は、会員数が増え最近は総会・研修には利

用されなくなったが33年間、登録事務・総会・記念

事業・会議・研修などが行われてきた。建設に携

わった会員、会務のため多くの時間を過ごした会

員、緊張した登録の面接場所など・・思い出は多

い。昭和48年６月に完成した現会館は平成18年８月

その役目を終える。

仮事務所
〒600－8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町87番地
ケイアイ興産京都ビル７階
（電話番号は変わりません）
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　新不動産登記法・筆界特定制度の創設・土地家屋
調査士法の大幅な改正を記念して「境界・地図・地
籍」をテーマに土地家屋調査士全国大会が国立京都
国際会議場で開催されます。

【第１会場】
　テーマ『「地籍整備」 日本の挑戦』（仮称）
　法務局の地図情報システムを多面的に検討するた
め、地図データの生産者、管理者、利活用する側の
現状報告と今後の展開について報告を行ない、韓
国・台湾の地図の利活用事例を参考に地図情報の
ユーザーでありメーカーである土地家屋調査士がこ
れらを連携して今後、法務局の地図情報システムに
提言をしていく。

【第２会場】
　テーマ『地籍の研究と地籍教育の確立』
　我が国において地籍学が確立されていないことか
ら、大学や専門学校等において地籍教育が行われて
いない現状を踏まえ、地籍教育が確立している韓
国、台湾の現状報告を基に今後の地籍制度発展のた
めに地籍教育の確立を提唱することを目的とした研
究報告とディスカッションを行う。

【第３会場】
　テーマ『境界紛争解決に挑む土地家屋調査士の新
たなステージ』
　〔筆界特定制度、ＡＤＲ代理権を得た土地家屋調
査士の役割〕
　新たに制定された筆界特定制度と民間型ＡＤＲに
ついて検討し、境界の専門家としてこれらの制度に
どのように関わって育てていくかを議論するととも
に、各分科会で検討された意見を集約し、それを支
える「表示に関する登記制度」の重要性をアピール
する。

【第４会場】
　テーマ『会員研究発表会』
　京都土地家屋調査士会及び他の各土地家屋調査士
会、各公嘱協会、研究グループ発表会

第５回国際地籍シンポジウム
　
　テーマ『世界と向き合い境界・地図・地籍をテー
マにどう行動するかを語る！！』
　各分科会の報告を発表後、未来に向けて世界に誇
れる地籍に関する制度と土地家屋調査士制度に向け
ての政策提言集団を目指し京都地籍宣言が採択され
ます。

　全国の土地家屋調査士が集まるだけでなく、韓国
や台湾など海外からも地籍関係者を迎えて境界・地
図・地籍をテーマに語り合われます。
　土地家屋調査士会員は全国よりおよそ2000人以上
集結すると考えられ、盛大に行われる予定です。
　日本土地家屋調査士会連合会の主催ではあります
が、開催地が京都であるが故に京都会がサポートし
ていかなければなりません。
　このシンポジウムを成功して終わるためには皆様
のご協力が不可欠です。
　皆様参加ご協力の程宜しくお願いします。

日　時　平成18年11月13日（月）12：30～17：30
　　　　　　　　　　14日（火）９：00～12：00
場　所　国立京都国際会議場
　　　　（京都市左京区宝ヶ池）

平成18年度特別記念事業
（第５回国際地籍シンポジウム併催）
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　近年、全国で子どもを対象とした事件が多く

発生しています。この「こども１１０番のくる

ま」は、子供たちが通学路や公園などで不審者

に襲われたり、声をかけられたりなどの被害を

受けたときの避難場所となるところです。

　皆様には趣旨をご理解いただき犯罪抑止のた

めもご協力いただきたく第58回定時総会出席者

全員の方々に配布いたしました。

　総会欠席でまだお持ちでない方は本会事務局

へご連絡下さい。

「こども110番のくるま」の
プレート配布について

大きさは15センチ×40センチのマグネットにより脱着できます。

地域の安全、社会貢献にご協力おねがいいたします。
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　第58回定時総会において会長の

挨拶、広報部次期事業にあげた京

都産業大学土地家屋調査士講座を

聴講した。４月10日のガイダンス

にはじまり、月曜午後１時15分か

らの90分で全14回。18年度は大阪

会会員７名の講師により「土地家

屋の調査と表示の登記」をテーマ

に講義された。受講者は350名

余。かなりの大人数である。

　私が聴講したのは６月26日、山

脇優子講師の時間。途中、京都産業大学出身の京都

会会員から志望動機や土地家屋調査士業務について

講話を、と依頼され、本会総務部大西淳部長が教壇

京都産業大学寄付講座

に立った。講義内容はなかなか専門的な内容であ

り、授業途中のこの企画を学生たちは静かにきいて

いた。

　今年度の土地家屋調査士試験の申込者は昨年より

さらに減少し7000人台とのこと。次年度はわが京都

会から講師を派遣しこの授業を受け持つ事になる。

若い人たちに土地家屋調査士の仕事を授業を通して

伝え、興味をもった学生には是非、『土地家屋調査

士』を職業として選んで欲しい。
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　早いもので支部長を拝命してから一年余り経過し
ました。最年長と年月の流を意識しながら支部長会
議に出席して居ります。
　さて園部支部ではご承知のとおり昨秋から今春に
かけて１市８町が２市１町になるいう大合併と選挙
の年でありました。合併後の南丹市、京丹波町も最
近になりようやく落着いて来ましたが、保守分裂の
激しい選挙戦の結果、市町民の心底に深い傷跡を残
している様に感じます。
　又、地元の中小零細企業を取り巻く経済環境は深
刻な状況を呈しており、支部会員にとっても２市１
町の財政事情から公共事業費の大幅削減、地元不動
産業者や土建業者の長期不況による経営不振、京都
市内等の外部からの大型開発業者と関連士業の進
出、支部会員間の過当競争による原価割れ等々苦し
い現状にあります。
　更に新不登法への対応、特に筆界特定制度、オン
ライン申請への対応と取組み、ＡＤＲへの対応と特
別研修、本会主催の法学や業務研修等々調査士法第
25条の研修義務は承知しているが、待ったなしの対
応に苦慮しているが実際であります。このように激
変する調査士を取り巻く環境と諸情勢の中で支部活
動はどうあるべきか、支部活動は今何をすべきか、
支部で何ができるのかをぼんやりと自問自答してい
る昨今です。
　本年度の支部事業として、日常の業務、オンライ
ン申請、地域慣習調査等の支部研修、司法書士会と
共催での無料法律相談所開設、各市町の法定外公共
物管理条例等の研究、そして定番ながら支部の団結
と絆を強める親睦会等々を計画し動き出したところ
です。

園部支部

　　　　　　　　　　園部支部長

木　村　實　雄　
支
部
だ
よ
り
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舞鶴支部・法務局測量研修

　　　　　　　　　　舞鶴支部

山　下　耕　一　

　６月28日（水）午後１時から法務局舞鶴支局に於
いて約５時間に渡って測量研修が行われた。昨年に
引き続いて２回目の研修会である。舞鶴支部からは
塩崎支部長を始め６名の会員と補助者２名が参加
し、法務局職員は７名が参加された。まず支部長が
本日の測量研修の目的と狙いを話し、現場へと出
た。あいにく雨が降り始めたが、どうにか作業が続
けられた。
　本日のテーマは実地調査において、１点だけでは
視準出来ない場合に新設点を作って観測する．．．
との想定である。昨年は器械の据え付けと観測だけ
であったから、多少バージョン・アップしたもので
ある。２班に分けて選点・観測されたが、蒸し暑い
中参加された職員の方々は熱心に質問やメモを取っ
ておられた。その姿を見て我々も、初心忘るべから
ずと改めて思った次第である。全員が一通り観測を
終え、現場作業を終了したのは午後５時30分であっ
た。最後に参加者からの質疑応答や感想が述べら
れ、無事測量研修が終了した。職員の方々は口々に
お礼を述べられていたが、いえいえ、こちらこそあ
りがとうございました。そして皆様お疲れ様でし
た。

　中丹支部では毎年恒例となっています『司法書
士・土地家屋調査士による登記・法律無料相談会』
が５日間に渡って行われました。
＜相 談 日＞　　　　＜相談会場＞
２月１日（水）　　　夜久野会場　きらめき館
２月２日（木）　　　大江会場　　総合会館
２月３日（金）　　　三和会場　　三和会館
２月７日（火）　　　福知山会場　市民会館
２月８日（水）　　　綾部会場　　市民ホール
＜時　　間＞　午後１：00～午後４：00
＜相談内容＞
　土地の合筆、分筆、地目変更、地積の更正等の登
記、土地の境界に関すること
　建物の新築、保存、増築、取壊し等の登記
　土地や建物の売買、贈与、相続、担保等の登記
　訴訟、民事、家事調停手続きほか
　本年と昨年は相談者数が急激に減少し昨年は７
名、本年は３名という相談件数でした。
　本年は福知山市合併前の旧夜久野町、大江町、三
和町に回覧用チラシを三町合わせて 800 枚配ってい
ます。福知山市、綾部市の広報には、相談案内が掲
載されています。本年相談会場に来られたのは夜久
野会場、三和会場のみということもありもう少し幅
広い広報活動が必要ではないかと思いました。もし
くは、広く市民の方に土地・建物に関する悩み事が
なくなってきているのか？来年においても実施する
予定ですので傾向を把握できればと思います。また、
本年あった相談内容としまして、①公正証書の有効
度について（司法書士と合同回答）、②自分の敷地
に地図上他人の土地が存在することについて、③地
目変更登記の方法について、といった内容でした。
　この相談会は司法書士会中丹支部との共催でもあ
り、相談内容によって振り分けて行なっています。
無料相談は市民の方に少しでも社会貢献できる良い
機会だと思いますので、これからも地元に定着した
相談会であってほしいと願います。

平成18年２月　登記無料相談会

　　　　　　　　　　中丹支部

岩　鼻　良　久　
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　京都市北区紫野地区で作業を始めた地図作成の作

業は、昨年度に準備作業・基準点測量を終え平成18

年度は７月４日から一筆地立会調査作業が始まっ

た。

　京都では祇園祭りが終わると暑い夏が始まるので

あるが、７月後半になっても雨が続いた。悪天候の

なか、土地家屋調査士と法務局職員とで土地所有者

一人一人と面接し土地の境界確認作業を行う。

　地図作成地域は京都市北区紫野東野町・東船岡

町・上築山町・下築山町・雲林院町・西御所田町。

面積0.2k㎡。堀川北大路交差点の西側・北側。近く

には臨済宗大徳寺派の大本山大徳寺がある。

　作業区域は昭和11年に耕地整理がなされている

が、一部私道負担されている道路や、寺院の所有す

公嘱協会

不動産登記法14条地図作成作業経過

　７月25日（火）山垣大阪法務局長と狛京都地方法務局長
が14条地図作成現場へ視察にこられました。
　調査士会側は私、安井と現場責任者の溝尻実行委員長が
立ち会いました。
　現場事務所において北村表示登記専門官から作業区域及
び進捗状況等の説明を受けられ、近くの現場での立会状況
を見学された。
　筆界の状況を見られた後、今回設置した京都地方法務局
と京都土地家屋調査士会のネーム入りの４級基準点につい
て熱心に質問されて、国土地理院の認証を受けていること
等報告した。（安井）

る土地に古くからの借家が多く建築されている箇所

もある。建物どおしが密着してすき間のない箇所が

多く、立会作業は少々困難であろうか。確認作業の

土地の筆数は1010筆。

　平成18年８月盆前まで一次立会がつづいた。
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　京都土地家屋調査士会の総会が無事終了いたしま
したことに敬意を表します。
　さて、日調連と日調政連とが土地家屋調査士制度
改革推進に向けて制度の発展に寄与しているところ
でありますが、この度、土地家屋調査士制度改革推
進議員連盟の役員と議員連盟への要望書を入手いた
しましたので、ここに報告いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都土地家屋調査士政治連盟会長

田　中　　　牟　

（別紙１）（別紙２）（別紙３）（別紙４）
以上であります。
　京都土地家屋調査士政治連盟は、会員一人一人の
ためであり、調査士制度の発展は皆様のためのもの
であります。
　後世に続く調査士のためにも、多くの会員の入会
を希望します。

報　告
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別紙３

別紙４
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登録番号760
谷　口　明　治　みやこ南支部

H18.1.20入会
〒607-8108　京都市山科区小山中
島町５
TEL　075-593-3361
FAX　075-501-0052

登録番号761
山　本　雅　史　嵯峨支部

H18.1.20入会
〒601-0271　京都市右京区京北熊
田町東ノ本27番地の３
TEL　0771-52-0674
FAX　0771-52-0674
Eメール　fuziwara-yamamoto@
dance.ocn.ne.jp

登録番号762
柴　垣　久　代　みやこ南支部

H18.2.1入会
〒604-0881　京都市中京区高倉通
丸太町下る坂本町688番地
TEL　075-256-5050
FAX　075-255-0317
携帯電話　080-3138-7479
Eメール　k.shiba@basil.ocn.ne.jp

登録番号329
小　牧　卓　雄　丹後支部

H18.2.18死亡

会　員　異　動

登録番号763
齋　藤　大　輔　みやこ北支部

H18.2.20入会
〒602-0802　京都市上京区寺町通
今出川上る鶴山町３番地
TEL　075-256-3101
FAX　075-256-3102
携帯電話　090-7348-7854
Eメール　daisuke3110@hkg.odn.
ne.jp

登録番号764
堀　口　　　隆　嵯峨支部

H18.2.20入会
〒615-8053　京都市西京区下津林
中島町191番地
TEL　075-394-6671
FAX　075-394-6680
携帯電話　090-6739-6671
Eメール　takabho@tim.hi-ho.
ne.jp

登録番号690
岡　田　隆　文　みやこ南支部

H18.2.20変更　H18.3.2届出
〒604-0971　京都市中京区富小路
通竹屋町上る桝屋町329番地　津
田ビル内
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登録番号738
岩　間　幸　彦　丹後支部

H18.3.1町村合併による変更
H18.3.7届出
〒629-2302　京都府与謝郡与謝野
町字下山田683番地

登録番号60
上　田　重　雄　丹後支部

H18.3.1町村合併による変更
H18.3.15届出
〒629-2261
京都府与謝郡与謝野町字男山185
番地

登録番号569
上　田　章　雄　丹後支部

H18.3.1町村合併による変更
H18.3.15届出
〒629-2261
京都府与謝郡与謝野町字男山185
番地

登録番号537
松　井　　　一　丹後支部

H18.3.1町村合併による変更
H18.3.24届出
〒629-2313
京都府与謝郡与謝野町字三河内64
番地

登録番号544
大　濱　成　生　みやこ南支部

H18.3.15変更　H18.3.27届出
〒604-0982　京都市中京区御幸町
通夷川上る松本町583番地1　フォ
ルム御幸町B-1

登録番号727
上　田　厚　史　みやこ南支部

H18.3.1変更　H18.3.27届出
〒604-8172　京都市中京区烏丸通
三条上る場之町592番地　メディ
ナ烏丸御池３階

登録番号501
岡　本　凱　夫　園部支部

H183.31廃業

登録番号765
森　田　憲　幸　城南支部

H18.4.3入会
〒611-0042　宇治市小倉町堀池19
番地の41
TEL　0774-21-7239
FAX　0774-23-8741
携帯電話　090－5050-5167
Eメール　norinomorita@aol.com

登録番号766
前　川　　　豪　伏見支部

H18.4.3入会
〒612-8427　京都市伏見区竹田真
幡木町21番地１
TEL　075-645-2562
FAX　075-643-3344

登録番号767
高　橋　裕　一　伏見支部

H18.4.3入会〒612-8338　京都市伏
見区舞台町35番地２　ディオ・
フェルティ丹波橋右芳館714号
TEL　075-601-6172
携帯電話　090-8989-2602
FAX　075-601-6172
Eメール　mstakahasi@aol.com
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登録番号652
長　岡　賢　造　嵯峨支部→みやこ北支部

H18.3.30変更　H18.4.10届出
〒602-8342　京都市上京区上長者
町通千本西入五番町158番地2　コ
スモトゥディ608号
TEL　075-464-9388
FAX　075-464-1402

登録番号757
森　田　将　年　伏見支部

H18.4.19退会

登録番号768
篠　塚　泰　寛　園部支部

H18.4.20入会
〒622-0016　南丹市園部町河原町
２号32番地１
TEL　0771-63-5533
FAX　0771-63-0792

登録番号665
金　安　有　実　みやこ南支部

H18.4.21変更　H18.5.2届出
〒604-8413　京都市中京区西ノ京
勧学院町27番地
TEL　075-821-3949
FAX　075-821-3949

登録番号769
渡　辺　昌　芳　みやこ北支部

H18.5.10入会
〒606-8316　京都市左京区吉田二
本松町４番地の７
TEL　075-751-8331
FAX　075-751-8387

登録番号767
高　橋　裕　一　伏見支部

H18.5.20変更
TEL　075-601-6172
FAX　075-757-9138
Eメール　you-highbridge@y3.
dion.ne.jp

登録番号579
山　口　眞　平　城南支部

H18.5.31変更
Eメール　yamate-yamaguchi@
extra.ocn.ne.jp

登録番号533
山　極　義　隆　城南支部

H18.6.2変更
Eメール　ym_my-yamakiwa.533
@h2.dion.ne.jp

登録番号740
吉　見　康　二　中丹支部
H18.6.8変更
〒620-0062　福知山市和久市町284番地

登録番号613
南　　　育　雄　嵯峨→みやこ北支部

H18.6.14変更
〒602-0922　京都市上京区西洞院
通一条下る讃州寺町244番地の１
TEL　075-451-5265
FAX　075-451-5275

登録番号505
的　場　　　渉　みやこ北支部

H18.6.28廃業
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訃　　報
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

●片山文昭（園部）
　会員ご母堂様が１月18日逝去されました。
●岡本凱夫（園部）
　会員ご母堂様が２月18日逝去されました。
●小牧卓雄（丹後）
　本人が２月18日逝去されました。
●片山祥司（中丹）
　会員ご母堂様が３月２日逝去されました。
●藤田浩明（中丹）
　会員ご尊父様が３月20日逝去されました。
●野村義弘（嵯峨）
　会員ご母堂様が３月25日逝去されました。
●千原 進（中丹）
　会員ご尊父様が５月10日逝去されました。
●大山幸夫（みやこ北）
　会員ご母堂様が５月24日逝去されました。

登録番号448
木　村　健　二　丹後支部

H18.6.30廃業

登録番号687
井　阪　充　大　みやこ南支部

H18.7.1変更
〒604-0072　京都市中京区油小路
通夷川上る橋本町489番地６
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新入会員紹介

H18.１.20　入会
みやこ南支部
谷　口　明　治
登録番号　760号

H18.１.20　入会
嵯峨支部
山　本　雅　史
登録番号　761号

H18.２.１　入会
みやこ南支部
柴　垣　久　代
登録番号　762号

H18.２.20　入会
みやこ北支部
齋　藤　大　輔
登録番号　763号

H18.２.20　入会
嵯峨支部
堀　口　　　隆
登録番号　764号

H18.４.３　入会
城南支部
森　田　憲　幸
登録番号　765号

H18.４.３　入会
伏見支部
前　川　　　豪
登録番号　766号

H18.４.３　入会
伏見支部
高　橋　裕　一
登録番号　767号

H18.４.20　入会
園部支部
篠　塚　泰　寛
登録番号　768号

H18. 5.10 　入会
みやこ北支部
渡　辺　昌　芳
登録番号　769号
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１、土地家屋調査士を志した動機
　先輩の調査士さんにすすめられて。簡単に言って
しまえばこれだけ。やる気になるまでは何度かその
様な事はあった。その度に「無理、無理、やめとき
ますわ」が私の決まった答でした。なぜやる気にな
たのか！？自分でもよくわからない……。食事をご
ちそうになって気分が良かったからなのか？その時
は「１回やってみますワ」そう返事をした様に思
う。そしたら１回どころか４年かかってしまった。
その間「もうヤメヤメ！！」と言った事もある。六
法を畑で燃やして大声で笑った事もある。勉強して
いる間は学生時代から続けている大好きなスポーツ
（野球・空手）は小休止した。

２、開業後のエピソード
　開業してすぐありがたい事に仕事を頂いた。申請
書、図面等一通りの書類をそろえた。「明日登記申
請出そうと思うので目を通してくれませんか」と先
輩の調査士さんに電話したその時「山本君調査書は
書けてる？」と聞かれた。「はあ？何ですそれ？」
補助者経験の無い私は調査書なんて全く知らなかっ
たのです。そう言うたら会でもらった資料の中に
「そんなんあったかなあ」

３、今後の抱負
　今までの中に「先輩の調査士さん」と何度か書い
ている私自身ものすごく皆さんにかわいがって頂い
ているのが文章にしてみて改めて感じる。これから
後輩もたくさん出来るだろうと思うけれども、仕事
にきびしく、人にやさしい先輩に成れる様、気張ら
なあかんなあと思うのが今後の抱負。そのためには
やっぱ“まだまだ勉強、日々精進”

　新入会員アンケート

　　　　　　　　　　嵯峨支部

山　本　雅　史　
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会　議　報　告

常任理事会
　日時　平成17年11月９日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．境界問題解決支援センターきょうと

（仮称）立ち上げ承認の件
　　　　２．会館建て替え承認の件
　　　　３．臨時総会、新年祝賀会についての確認
　　　　４．公嘱協会との事務連絡会開催について
　　　　５．平成18年度表紙の表書きについて
　　　　６．ＡＤＲ講演会の開催通知記載内容につ

いて
　　　　７．ＡＤＲ設立準備委員会構成メンバーに

ついて
　　　　８．補助者関連（補助者の位置付け（研

修・倫理規定）・登記識別情報通知書
の受領について）

　　　　９．筆界特定調査員募集等について
　　　　10．その他

会館建設実行委員会
　日時　平成17年11月９日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．現在の状況報告
　　　　２．建設業者選任の件
　　　　３．平面、立面、工事仕様書について

広報部会
　日時　平成17年11月16日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．ホームページ更新について
　　　　２．会報第１３８号原稿整理、校正
　　　　３．丹後支部補助金の件
　　　　４．ＡＤＲ準備委員会委員の選出の件
　　　　５．「こども110番のいえ」について
　　　　６．その他

表示登記研究会
　日時　平成17年11月17日（木）
　場所　法務局　会議室
　議題　１．地積測量図の記載事項
　　　　２．地図に関する件（地図訂正）
　　　　３．原本還付の取扱いについて
　　　　４．戸籍・住民票の添付についての取扱い
　　　　５．改正事務取扱基準について

業務部会
　日時　平成17年11月17日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．筆界特定制度調査員推薦
　　　　２．ＡＤＲ実行委員選任の件
　　　　３．京都市明示課対応について
　　　　４．その他

土地境界鑑定委員会
　日時　平成17年11月17日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．裁判所鑑定人推薦依頼の件
　　　　２．近ブロ境界鑑定統一基礎講座スタッフ

派遣の件
　　　　３．書籍購入の件

紛議調停委員会
　日時　平成17年11月18日（金）
　場所　調査士会館

総務部会
　日時　平成17年11月18日（金）
　場所　調査士会館
　議題　１．臨時総会・新年協議会開催について
　　　　２．オンライン申請に伴う通知について
　　　　３．諸規則の見直しについて
　　　　４．ホームページ作成の契約書について
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　　　　５．その他

研修部会
　日時　平成17年11月22日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．補助者研修について
　　　　２．測量研修会について
　　　　３．法学研修会について
　　　　４．その他

会館建設実行委員会
　日時　平成17年11月29日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．会員の意見収集の件
　　　　２．事務機見積もり、融資について

地域慣習調査委員会
　日時　平成17年11月29日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．前回収集した資料館資料の整理

財務部会
　日時　平成17年11月29日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．会館建設について
　　　　２．今後の親睦事業について
　　　　３．会費値上げについて
　　　　４．その他

常任理事会（臨時）
　日時　平成17年11月30日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．筆界特定調査委員候補者推薦について
　　　　２．臨時総会の議題について
　　　　３．公嘱協会との事務連絡会について
　　　　４．補助者規則の改正について
　　　　５．表紙制度実行委員会規則並びに細則の

改正について
　　　　６．自由業団体懇話会親睦ソフトボール大

会開催日について
　　　　　　近畿ブロック協議会親睦ソフトボール

大会開催日について

　　　　７．京都府土地改良事業団体連合会よりの
講師派遣依頼について

　　　　８．ＡＤＲ特別研修会当選者承認及び落選
者の取扱い

　　　　９．ＡＤＲ設立準備委員会委員の承認及び
準備資料等確認事項

　　　　10．近畿ブロック統一基礎講座担当者日当
の件

　　　　11．こども110番について
　　　　12．その他

第30回（本会・政連・公嘱協会）事務連絡会
　日時　平成17年12月２日（金）
　場所　調査士会館
　議題　１．法第14条地図作成業務に係る協力要請

について（公嘱協会）
　　　　２．新年祝賀会について（本会）
　　　　３．その他（公嘱協会）

研究部会
　日時　平成17年12月７日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．法務局の筆界情報収集（旧公図）の件
　　　　２．ＡＤＲの準備委員推薦の件
　　　　３．在宅研究員の
　　　　４．委任と請負の関係
　　　　５．リアルタイム研修
　　　　６．地域慣習

常任理事会
　日時　平成17年12月７日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．補助者規則改正（案）について
　　　　２．表紙制度実行委員会規則改正（案）に

ついて
　　　　３．表紙制度実行委員会規則施行細則改正

（案）について
　　　　４．ＡＤＲ設立準備委員会の設置について
　　　　５．臨時総会の議題について
　　　　６．筆界特定調査委員候補者推薦について
　　　　７．次年度予算について
　　　　８．その他
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研修部会
　日時　平成17年12月10日（土）
　場所　調査士会館
　議題　１．補助者対象研修会について
　　　　２．法学研修について
　　　　３．測量研修について
　　　　４．その他

紛議調停委員会
　日時　平成17年12月13日（火）
　場所　調査士会館

業務指導委員会
　日時　平成17年12月13日（火）
　場所　調査士会館

広報部会
　日時　平成17年12月13日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．会報第138号原稿整理、校正
　　　　２．ホームページ更新について
　　　　３．溝尻理事より・・地図作製作業の広報

について

理事会
　日時　平成17年12月16日（金）
　場所　調査士会館
　議題　１．「京都境界問題解決支援センター」設

立承認の件
　　　　２．ＡＤＲ設立準備委員会設置承認の件
　　　　３．会館建て替え承認の件
　　　　４．京都土地家屋調査士会補助者規則改正

（案）承認の件
　　　　５．京都土地家屋調査士会表紙制度実行委

員会規則改正（案）承認の件
　　　　６．京都土地家屋調査士会表紙制度実行委

員会規則施行細則改正（案）承認の件

支部長会議
　日時　平成17年12月16日（金）
　場所　調査士会館

広報部会
　日時　平成17年12月21日（水）
　場所　調査士会館

土地境界鑑定委員会
　日時　平成17年12月22日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．購入した書籍管理について

業務部会
　日時　平成17年12月22日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．京都市道路明示課今後の対応
　　　　２．筆界特定制度施行についての対応
　　　　３．オンライン申請研修会について
　　　　４．新入会員研修会各担当内容
　　　　５．事務取扱基準京都会オリジナル作成に

ついて

総務部会
　日時　平成17年12月27日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．臨時総会・祝賀会進行について
　　　　２．その他

業務指導委員会
　日時　平成17年12月27日（火）
　場所　調査士会館

紛議調停委員会
　日時　平成17年12月27日（火）
　場所　調査士会館

正副会長会議
　日時　平成17年12月28日（火）
　場所　調査士会館

会館建設実行委員会
　日時　平成18年１月５日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．臨時総会に向けての行程の確認
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　　　　２．会館建設における各会員の意見につい
て

正副会長会議
　日時　平成18年１月５日（木）
　場所　調査士会館

常任理事会
　日時　平成18年１月11日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．広報部員増員の件
　　　　２．京都会ＡＤＲ相談員・調停人養成研修

会　講師：大澤恒夫先生承認の件
　　　　３．京都弁護士会ＡＤＲ講演会の参加者に

ついて
　　　　４．臨時総会進行、新年祝賀会進行につい

て
　　　　５．その他

研究部会
　日時　平成18年１月12日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．ＣＤの配布先の検討及び第２弾の検討
　　　　２．在宅研究の報告
　　　　３．次年度の研究部予算について
　　　　４．リアルタイム研修について

地域慣習調査委員会
　日時　平成18年１月12日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．地誌のＣＤへの入力方法について
　　　　２．会員資料としての各地域ごとのＣＤ編

集について
　　　　３．追加調査の引き続きの検討
　　　　４．全員での写真ＣＤのリネーム作業の研

修

広報部会
　日時　平成18年１月18日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．会報第138号原稿整理、校正
　　　　２．京田辺出張所のネームプレート

　　　　３．広報部員の増員の件
　　　　４．法務局地図作製作業の広報について
　　　　５．『ちょうさし京都』発行に関して
　　　　６．「こども110番」申込書
　　　　７．次号会報139号について
　　　　８．その他

研修部会
　日時　平成18年１月24日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．次年度研修部予算について

ＡＤＲ準備委員会
　日時　平成18年１月24日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．今後の協議課題の整理について
　　　　２．大阪会ＡＤＲ研修会参加者について
　　　　３．弁護士会依頼文書
　　　　４．その他

土地境界鑑定委員会
　日時　平成18年１月24日（火）
　場所　調査士会館

業務部会
　日時　平成18年１月24日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．新入会員研修会内容検討
　　　　２．次年度の予算について
　　　　３．筆界調査員の対応
　　　　４．事務取扱基準京都会オリジナル作成
　　　　５．その他

総務部会
　日時　平成18年１月25日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．臨時総会・祝賀会の反省
　　　　２．補助者規則の再検討
　　　　３．倫理について
　　　　４．次年度事業について
　　　　５．その他
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会館建設実行委員会
　日時　平成18年１月25日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．臨時総会での会員意見の検討について
　　　　２．建築士の選任について

綱紀委員会
　日時　平成18年１月26日（木）
　場所　調査士会館

表彰選考委員会
　日時　平成18年２月１日（水）
　場所　調査士会館

常任理事会
　日時　平成18年２月１日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．平成18年度事業方針について
　　　　２．会館建設の設計者の選考について

（KASSシステム導入の件）
　　　　３．公嘱協会よりの協力依頼について
　　　　４．次年度予算について
　　　　５．筆界特定制度業務分掌について
　　　　６．無料登記相談業務分掌について
　　　　７．筆界特定制度ガイドブックについて
　　　　８．次年度研修費について
　　　　９．次年度研修計画について
　　　　10．補助者研修について
　　　　11．その他

会館建設実行委員会
　日時　平成18年２月１日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．会員の意見収集の回答について
　　　　２．「ＫＡＳＳシステム」進行について

ホームページ運営委員会
　日時　平成18年２月２日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．ＨＰ更新について

研究部会
　日時　平成18年２月８日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．次年度予算について
　　　　２．研究部付託案件報告
　　　　３．在宅研究の報告及び相見積もりの件 

地域慣習調査委員会
　日時　平成18年２月８日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．来年度予算について
　　　　２．会員資料としての各地域ごとのＣＤ編

集について
　　　　３．追加調査の引き続きの検討
　　　　４．全員での写真ＣＤのリネーム作業

綱紀委員会
　日時　平成18年２月９日（木）
　場所　調査士会館

理事会
　日時　平成18年２月10日（金）
　場所　調査士会館
　議題　１．会館建設の設計者の選考について
　　　　２．平成18年度事業執行について
　　　　３．広報部員増員について

広報部会
　日時　平成18年２月15日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．平成18年度事業計画
　　　　２．平成18年度予算
　　　　３．京田辺出張所のネームプレート
　　　　４．広報部員の増員の件
　　　　５．『ちょうさし京都』発行に関して
　　　　６．「こども110番」申込者報告
　　　　７．中丹支部補助金について
　　　　８．2006/4/1市民新聞について
　　　　９．その他

表示登記研究会
　日時　平成18年２月16日（木）



（46）第139号 平成18年８月31日土地家屋調査士会

　場所　法務局　会議室

業務部会
　日時　平成18年２月16日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．京都市道路明示課との協議について
　　　　２．新入会員研修会内容
　　　　３．城南支部講師派遣について
　　　　４．近畿ブロックオンライン申請受講者に

ついて
　　　　５．ＡＤＲ特別研修受講について
　　　　６．その他

業務指導委員会
　日時　平成18年２月17日（金）
　場所　調査士会館

紛議調停委員会
　日時　平成18年２月17日（金）
　場所　調査士会館

財務部会
　日時　平成18年２月22日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．平成18年度予算案について
　　　　２．各部の予算額について

総務部会
　日時　平成18年２月24日（金）
　場所　調査士会館
　議題　１．議事運営規則について
　　　　２．次年度事業計画、予算について
　　　　３．倫理について
　　　　４．会員よりの問い合わせについて

ＡＤＲ準備委員会
　日時　平成18年２月28日（月）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．調査士かわら版について
　　　　３．規則等について
　　　　４．予算について

　　　　５．調定員・相談員育成カリキュラムにつ
いて

　　　　６．その他

会館建設実行委員会
　日時　平成18年２月28日（月）
　場所　調査士会館

表紙制度実行委員会
　日時　平成18年３月２日（木）
　場所　調査士会館
支部長会議
　日時　平成18年３月２日（木）
　場所　調査士会館

常任理事会
　日時　平成18年３月８日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．平成18年度事業計画（案）について
　　　　２．平成18年度予算（案）について
　　　　３．総会議事運営規則について
　　　　４．代理業務としての筆界特定申請につい

ての研修の要否について
　　　　５．筆界特定に関する測量業務への参加の

為の業者登録の説明について
　　　　６．その他

会館建設実行委員会
　日時　平成18年３月13日（月）
　場所　調査士会館
　議題　１．会館建設ＫＡＳＳシステムによる設計

コンペ応募者の面接
　　　　２．会員に提案する３案の選定について

綱紀委員会
　日時　平成18年３月14日（火）
　場所　調査士会館

研究部会
　日時　平成18年３月15日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．在宅研究の報告
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　　　　２．平成18年度予算計画書
　　　　３．平成18年度事業計画案

地域慣習調査委員会
　日時　平成18年３月15日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．来年度事業・予算計画について
　　　　２．来年度の調査対象計画案の作成
　　　　３．全員での写真ＣＤのリネーム作業集計

広報部会
　日時　平成18年３月15日（水）
　場所　調査士会館

ＡＤＲ準備に関する弁護士会との協議
　日時　平成18年３月16日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．各会構成員紹介と「京都境界問題解決

支援センター」設立に向けての協議

総務部会
　日時　平成18年３月22日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．議事運営規則について
　　　　２．次年度事業計画、予算について
　　　　３．倫理について
　　　　４．その他

広報部会
　日時　平成18年３月22日（水）
　場所　調査士会館

正副会長会議
　日時　平成18年３月23日（木）
　場所　調査士会館

会館建設実行委員会
　日時　平成18年３月23日（木）
　場所　調査士会館

綱紀委員会
　日時　平成18年３月24日（金）

　場所　調査士会館

会館建設打合会
　日時　平成18年３月27日（月）
　場所　調査士会館
　議題　１．会員からの「要望及び変更」希望につ

いて検討

ＡＤＲ準備委員会
　日時　平成18年３月29日（水）
　場所　調査士会館

土地境界鑑定委員会
　日時　平成18年３月29日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．京都地方裁判所鑑定人推薦依頼の件

業務部会
　日時　平成18年３月29日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．京都市道路明示課仕様変更について
　　　　２．規則93条・実地調査書について
　　　　３．日本加除出版検索システムについて
　　　　４．その他

会館建設実行委員会
　日時　平成18年３月29日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．設計者との委託契約について
　　　　２．基本設計による要望等について

研修部会
　日時　平成18年４月１日（土）
　場所　調査士会館
　議題　１．平成18年度事業計画について
　　　　２．法学研修、測量研修について検討

ホームページ運営委員会
　日時　平成18年４月５日（水）
　場所　調査士会館
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会館建設実行委員会
　日時　平成18年４月10日（月）
　場所　調査士会館

財務部会
　日時　平成18年４月11日（火）
　場所　調査士会館

会館建設打合会
　日時　平成18年４月12日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．建築士との打合会

ＡＤＲ準備委員会
　日時　平成18年４月13日（木）
　場所　調査士会館

ＡＤＲ準備委員と弁護士との協議会
　日時　平成18年４月13日（木）
　場所　調査士会館

研究部会
　日時　平成18年４月13日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．今年度在宅研究の検討
　　　　３．調査士業務の請負か委任かの検討
　　　　４．国際地積シンポの各自企画案の確認
　　　　５．付託案件の今年度検討方向

地域慣習調査委員会
　日時　平成18年４月13日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．写真リネーム作業（全員）まとめ作業

継続（チェック）
　　　　２．調査依頼書及び名刺の配布等の件
　　　　３．その他

監査
　日時　平成18年４月14日（金）
　場所　調査士会館

常任理事会
　日時　平成18年４月14日（金）
　場所　調査士会館
　議題　１．平成17年度事業報告承認の件
　　　　２．平成17年度決算報告承認の件
　　　　３．平成18年度事業計画案審議の件
　　　　４．平成18年度予算案審議の件
　　　　５．京都土地家屋調査士会会則変更案の件
　　　　６．京都土地家屋調査士会総会議事運営規

則（案）制定の件
　　　　７．京都土地家屋調査士会戸籍謄本の写し

等職務上請求書取扱管理規程（案）制
定の件

　　　　８．新会館建設に伴う設計・管理委託契約
金、支出の件

　　　　９．筆界調査員増員の件
　　　　10．ホームページ委員会予算について
　　　　11．その他

理事会
　日時　平成18年４月21日（金）
　場所　調査士会館

研修部会
　日時　平成18年４月25日（火）
　場所　調査士会館

総務部会
　日時　平成18年４月26日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．定時総会について
　　　　２．総会運営規則について
　　　　３．その他

会館建設打合会
　日時　平成18年４月26日（水）
　場所　調査士会館

土地境界鑑定委員会
　日時　平成18年４月27日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
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　　　　２．京都地方裁判所鑑定人推薦の件

業務部会
　日時　平成18年４月27日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．不動産調査報告書

ＡＤＲ準備委員と弁護士との協議会
　日時　平成18年４月27日（木）
　場所　調査士会館

会館建設打合会
　日時　平成18年５月10日（水）
　場所　調査士会館

常任理事会
　日時　平成18年５月18日（金）
　場所　調査士会館
　議題　１．定時総会の運営について
　　　　２．平成17年度表紙未購入者について
　　　　３．戸籍謄本等職務上請求書について
　　　　４．その他

会館建設打合会
　日時　平成18年５月24日（水）
　場所　調査士会館

第２回研究部会
　日時　平成18年５月24日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．国際地籍シンポジウムの方向決定によ

る対応再検討
　　　　３．今年度在宅研究の日程検討、アンケー

トの結果内容と内容協議
　　　　４．調査士業務の請負か委任かの木崎レ

ポート検討報告書作成の件
　　　　５．土地家屋調査士の倫理規定（職能倫

理）について
　　　　６．資料整理提案のＤＶＤ化デッキ購入の

件

研修部会
　日時　平成１８年６月３日（土）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．調査報告書の近ブロ研修会出席者につ

いて
　　　　３．補助者の研修会出席について

京都境界問題解決支援センター設立準備委員会
　日時　平成18年６月５日（月）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．ＡＤＲ設立に関する今後の課題

会館建設打合会
日時　平成18年６月７日（水）
　場所　調査士会館

常任理事会
　日時　平成18年６月７日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．平成18年度上半期事業執行について
　　　　２．会館建設施工業者選定方法承認の件
　　　　３．規則93条近畿ブロック伝達研修会出席

者の件
　　　　４．選挙管理委員の改選について
　　　　５．補助者の研修会出席について
　　　　６．倫理研修について
　　　　７．その他

会館建設打合会
　日時　平成18年６月14日（水）
　場所　調査士会館

法務局との事務連絡会
　日時　平成18年６月16日（金）
　場所　京都地方法務局　会議室

財務部会
　日時　平成18年６月21日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．親睦旅行について
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　　　　２．日調連ゴルフについて
　　　　３．近ブロソフトボール大会について
　　　　４．その他

研究部会
　日時　平成18年６月21日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．在宅研究について
　　　　３．国際地籍ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの提案企画まとめ検

討
　　　　４．調査士業務の請負か委任かの木崎レ

ポート検討報告書作成の件

会館建設打合会
　日時　平成18年６月21日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．施工業者選定について
　　　　２．施工業者の競争入札について
　　　　３．公嘱協会との「賃貸借契約書」につい

て

広報部会
　日時　平成18年６月22日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告
　　　　２．会館建設記念誌について
　　　　３．第139号会報
　　　　４．無料登記相談会について
　　　　５．無料登記相談員について
　　　　６．FMラジオ番組　製作について
　　　　７．次年度より実施予定の京都産業大学へ

の寄付口座について
　　　　８．広報カレンダーについて
　　　　９．毎日新聞舞鶴版広告掲載について

会館建設打合会
　日時　平成18年７月５日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．OA機器搬送・新会館の設備関係につ

いて
　　　　２．一般事務用品搬送について

　　　　３．公嘱協会との「賃貸借契約書」につい
て

　　　　４．現事務所の事務用品リストについて
　　　　５．谷口設計士との打ち合わせ

研修部会
　日時　平成18年７月８日（土）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項
　　　　２．測量研修会について
　　　　３．補助者の研修会出席について

会館建設打合会
　日時　平成18年７月12日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．入札業者説明会
　　　　２．一般事務用品搬送について
　　　　３．近々の動向について

研修部会
　日時　平成18年７月17日（月）
　場所　調査士会館
　議題　１．本年度の測量研修会開催について
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　梅雨と発表されて真夏日が続いていますが、皆様
いかがお過ごしでしょうか。体調の維持管理には気
をつけたいですね。
　本年もはや半分の折り返しを迎え調査士を取り巻
く環境も新しい段階のスタートラインを越えたよう
に思います。1月より筆界特定制度が始まり、私の
周りでも「筆特（ヒットク）」と言う略語をよく耳
にするようになりました。略語が生まれるのは、制
度名が少し「長い」のと注目度の「大きさ」による
のかなと感じます。いずれにせよ、この「ヒット
ク」が我々にとって大きな意味を持ち、さらに大き
な意味を生じ、長い間お付き合いをしていかなけれ
ばならない制度であるという意識は、調査士の中で
高まっているといえるでしょう。
　さて私にとってのこの半年は、上記のとおりいろ
いろと勉強する課題があるにもかかわらず日々の業
務に追われる毎日で反省すべき点多数であると思い
ます。そうした中、学生時代に熱中したサーフィン
を友人に誘われ、ブランクさておきで海に行ってき
ました。波乗りというのは、単純なスポーツで、板
切れ一枚で自然と楽しむスポーツです。なので、運
動不足なんて勉強不足以上に即座に実感できます。
波と遊ぶどころか波に遊ばれているような１日を久
しぶりに過ごし、昔のイメージには程遠い内容でし
た・・・。しかし、海から夕方あがると、体は、昔
同様の満足感でいっぱいになっていました。自然は
正直であり、何事も継続せねばと実感しました。
　本年後半も、前半に引き続き、土地家屋調査士を
取り巻く環境は、多種多様になって行くと思います
が、アンテナを張り巡らし迅速に対応できるよう
日々心掛けて行きたいと思います。
　　　　　　　　　　広報部　山　腰　昇　士

編　集　後　記

京都土地家屋調査士　第139号
発行所　京都土地家屋調査士会Ⓒ
　　　　〒604-0984
　　　　京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439
　　　　ＴＥＬ　（075）221－5520
　　　　ＦＡＸ　（075）251－0520
　　　　http://www.chosashi-kyoto.or.jp
　　　　e-mail  mail@chosashi-kyoto.or.jp







日本土地家屋調査士会連合会
共済会各種保険取扱

○

○

○

職 業 賠 償 責 任 保 険
会員または補助者が業務遂行にあたり法律上の賠償背金を
負い、損害賠償金を支払わなければならないときに役立ち
ます。

測 量 機 器 総 合 保 険
会員が所有し管理する測量機器について業務使用中、携行
中、保管中等の偶然の事故を補償します。

団 体 扱 自 動 車 保 険
会員皆様の自動車はもとより補助者の方のマイカーも加入
できます。

損害保険代理店
有限会社桐栄サービス

〒112-0013　東京都文京区音羽1－15－15　シティ音羽２階
ＴＥＬ０３－５９７７－００７０　ＦＡＸ０３－５９７７－００７０



土地家屋調査士倫理綱領

１．使　命
　　不動産に係る権利の明確化を期し、
　　　　　　　　国民の信頼に応える。
２．公　正
　　品位を保持し、公正な立場で
　　　　　　　　誠実に業務を行う。
３．研　鑽
　　専門分野の知識と技術の向上を図る。

表紙の写真

　この写真はフイルムカメラに24ミリの広角レンズで撮ったもので、広角レ

ンズで会館の真正面から撮影すると「アオリ」が出てしまいます、アオリと

いうのはビルのような建物を真正面から撮影すると、地上階から最上階の姿

が極端な台形になり上階にゆくほどせまくなる現象です。

　此の特性を生かしたのが、東から撮った写真です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤　　潤次郎
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GR-2100N シリーズ 
GNSS(GPS/GLONASS)受信機 

■固定局・移動局完全スッキリ装備 
■ケーブルレス・オールインワン受信機 
■PacketRTKネットワーク対応 

■測距最長1,200mのロングレンジモード搭載 
■誤測距のない小口径ピンポイントパルス採用 
■データコレクタ内蔵で、多彩なアプリケーションを標準装備（GPT-7000HiPer） 

〒577-0012 東大阪市長田東1-3-12 TEL(06)4308-8411 FAX(06)4308-8418
http://www.guppy-net.com トプコン測量機器 情報提供サイト 大阪営業所 

〒602-8453 京都市上京区千本通今出川下ル西入ル TEL(075)462-5411 FAX(075)464-2153本  社 http://www.comsys-kk.co.jp ISO9001認証取得 

GPT-7000HiPer シリーズ 
パルストータルステーション 

GPT-3000HiPer シリーズ 
パルストータルステーション 

通信モジュール内蔵一体型受信機 

ロングレンジ HiPerシリーズ 


